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模
様
色
染
　
　
　
三
千
四
百
七
拾
反

一
　
扇
　
　
男
持
　
六
千
九
百
本

　
　
　
　
　
女
持
　
弐
千
三
百
本
　
合
九
千
弐
百
本

〆右
之
通
相
違
無
之
候
以
上

　
明
治
六
年
十
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
伏
山
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
長
　
西
村
政
助

　
区
長
　
河
合
清
兵
衛
殿

　
副
区
長
　
柾
和
助
殿

⑨
天
保
一
四
年
「
新
定
建
」（
２
─
３
３
）　
一
部
抜
萃

（
表
紙
）

「「
拾
八
番
」（
貼
紙
）

　
天
保
十
四
癸
卯
年

新
定
建
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

一
当
町
入
用
追
々
相
減
シ
定
建
い
た
し
有
之
処
、
尚
又
此
度
相
改
左
之
通
取
究
置
候
、
聊
相
違

無
之
様
可
致
也
、
惣
而
品
替
り
之
儀
申
立
、
別
段
ニ
壱
銭
目
ニ
而
も
増
長
い
た
し
候
義
、
決

而
無
用
之
事

町
中
江
諸
祝
儀
定
并
年
中
行
事

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

一
正
五
九
月
御
千
度
　
　
　
　
　
　
掛
銭
各
百
文
宛

　
　
　
　
早
朝
ゟ
社
　
　
　
　
　
　
小
豆
餅
　
四
百
持
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
代
　
　
弐
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
八
江
　
百
文

天
保
十
四
巳マ
マ

正
月
ゟ

　
正
月
斗
酒
差
出
ス
也
　
　
　
　
　
重
箱
弐
組
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
弐
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
右
山
城
屋
市
兵
衛
江
申
付
候
也

五
月
廿
日

一
吉
符
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肴
代
壱
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
ニ
弐
百
文
酒
代
　
大
工
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
文
同
　
　
手
伝
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
文
同
　
　
用
人
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
文
同
　
　
　
番
人
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
文
同
　
　
親
方
江

　
但
雑
式
迎
山
行
事
両
人
早
朝
ゟ
罷
出
可
申
候
事

　
　
　
一
統
挨
拶
ニ
参
候
事

六
月
朔
日

一
祇
園
社
参
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
中
并
山
行
事
袴
羽
織
ニ
而
参
詣
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
其
余
者
可
為
勝
手
候

六
月
三
日
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明
治
廿
三
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
居
庄
七
（
印
）

　
　
　
三
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
善
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
川
和
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
万
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
木
忠
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
村
太
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浦
江
徳
次
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賛
成
員
　
内
藤
源
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
熊
谷
佐
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
井
上
清
三
郎
（
印
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
津
儀
一
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
井
タ
ツ
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
富
末
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
荷
順
輔
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
田
平
次
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
西
コ
ウ
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
ハ
ル
（
印
）

　　
　
　
　
　
　（
後
略
）

　解
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
山
伏
山
町
の
町
則
は
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）「
借
宅
者
町
則
」
と
「
町
中
申
合
規
則
」

（
２
─
１
─
46
）
は
、既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
小
林
丈
広
「
近
代
京
都
の
町
式
目
を
め
ぐ
っ
て
」

『
社
会
科
学
』
79
、
二
〇
〇
七
年
）。
そ
れ
に
先
行
し
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
一
二
月
に
町

内
で
連
署
し
た
町
中
諸
祝
儀
改
正
規
則
で
あ
る
。

　
表
紙
に
存
生
中
・
死
跡
の
相
続
譲
り
、
分
宅
・
死
後
の
譲
り
と
あ
り
、
町
の
構
成
員
の
相
続

や
売
買
等
に
よ
る
名
義
変
更
に
対
し
て
、
一
定
額
を
定
め
た
も
の
で
、
明
治
二
三
年
三
月
に
慶

事
と
葬
式
の
二
条
が
追
加
さ
れ
た
。
規
則
の
後
に
は
、
明
治
一
七
年
一
月
、
木
村
嘉
兵
衛
長
男

家
督
相
続
に
は
じ
ま
り
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
家
督
相
続
・
地
所
建
物
買
得
・
結
婚
披
露
な

ど
が
次
々
に
書
き
加
え
ら
れ
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
二
月
地
所
建
物
買
得
に
よ
る
山
寄

進
額
と
餅
料
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
規
則
に
は
相
続
や
売
買
な
ど
の
項
目
ご
と
に
祝
儀
金
が
定
め
ら
れ
、
最
初
に
山
へ
の
寄
進
を

上
げ
て
い
る
。
と
り
わ
け
額
が
お
お
き
い
の
は
、
地
所
建
家
の
買
得
で
、
売
買
価
格
の
百
分
の

三
が
山
寄
進
に
、
学
校
に
は
百
分
の
二
を
納
め
、
祇
園
祭
の
参
加
と
学
校
へ
の
支
援
が
町
の
仲

間
入
り
の
条
件
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
学
校
書
記
の
筆
墨
料
に
加
え
て
、
祝
儀
に
つ
い
て
は
、

町
の
用
人
と
そ
の
家
族
人
数
分
が
、
学
校
書
記
へ
も
人
数
分
、
そ
し
て
学
校
の
小
使
人
に
も
祝

儀
が
出
さ
れ
る
。
明
倫
校
は
、
明
治
二
年
に
創
立
し
、
明
治
一
二
年
に
戸
長
が
学
区
ご
と
に
選

出
さ
れ
、
学
区
が
町
の
行
政
単
位
と
な
る
。
明
倫
学
区
の
行
政
事
務
に
か
か
わ
る
学
校
関
係
者

に
も
祝
儀
支
払
の
明
記
が
特
徴
で
あ
る
。

　
氏
神
御
千
度
に
つ
い
て
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
「
新
定
建
」
で
は
、
正
・
五
・
九

月
の
年
三
度
（
史
料
⑨
）
早
朝
よ
り
社
参
で
あ
っ
た
が
、
明
治
に
は
年
二
度
春
秋
彼
岸
の
晴
日

に
町
内
一
統
顔
揃
え
、
談
話
懇
情
と
、
信
仰
だ
け
で
な
く
町
内
親
睦
を
強
調
し
て
い
る
。
祇
園

祭
で
は
私
的
な
音
物
の
贈
答
を
禁
じ
て
、
町
内
戸
主
・
抱
屋
敷
衆
押
し
な
べ
て
神
事
の
参
加
を

定
め
て
い
る
。

⑧
明
治
六
年
「
物
産
高
御
尋
ニ
付
御
届
書
」（
引
出
５
─
２
４
９
）

物
産
高
御
尋
ニ
付
御
届
書

明
治
五
年
十
月
一
日
よ
り
当
明
治
六
年
九
月
中
染
仕
入
品
左
之
通
り

一
　
縮
緬
　
鹿
子
絞
り
色
染
取
合
　
弐
千
八
百
五
拾
反

一
　
同
　
　
色
無
地
染
取
合
　
　
　
千
六
百
三
拾
反

一
　
同
　
　
中
形
模
様
染
取
合
　
　
四
百
弐
拾
五
反

一
　
絹
　
　
鹿
子
絞
り
染
色
取
合
　
千
六
百
七
拾
反

一
　
同
　
　
無
地
色
染
取
合
　
　
　
千
三
百
八
拾
疋
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一
　
絹
　
　
着
尺
模
様
紋
付
染
　
　
千
百
九
拾
反

一
　
紬
　
　
中
形
模
様
染
取
合
　
　
三
拾
弐
疋

一
　
縮
緬
　
中
形
模
様
染
取
合
　
　
三
千
八
百
疋

一
　
同
　
　
無
地
色
染
取
合
　
　
　
弐
千
百
廿
疋

一
　
木
綿
　
中
形
模
様
染
取
合
　
　
千
百
五
拾
疋

一
　
同
　
　
無
地
色
染
取
合
　
　
　
七
百
八
拾
三
反

一
　
金
巾
　
着
尺
無
地
染
色
取
合
　
壱
万
六
百
反

一
　
同
　
　
中
形
模
様
色
染
　
　
　
三
千
四
百
七
拾
反

一
　
扇
　
　
男
持
　
六
千
九
百
本

　
　
　
　
　
女
持
　
弐
千
三
百
本
　
合
九
千
弐
百
本

〆右
之
通
相
違
無
之
候
以
上

　
明
治
六
年
十
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
伏
山
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
長
　
西
村
政
助

　
区
長
　
河
合
清
兵
衛
殿

　
副
区
長
　
柾
和
助
殿

⑨
天
保
一
四
年
「
新
定
建
」（
２
─
３
３
）　
一
部
抜
萃

（
表
紙
）

「「
拾
八
番
」（
貼
紙
）

　
天
保
十
四
癸
卯
年

新
定
建
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

一
当
町
入
用
追
々
相
減
シ
定
建
い
た
し
有
之
処
、
尚
又
此
度
相
改
左
之
通
取
究
置
候
、
聊
相
違

無
之
様
可
致
也
、
惣
而
品
替
り
之
儀
申
立
、
別
段
ニ
壱
銭
目
ニ
而
も
増
長
い
た
し
候
義
、
決

而
無
用
之
事

町
中
江
諸
祝
儀
定
并
年
中
行
事

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

一
正
五
九
月
御
千
度
　
　
　
　
　
　
掛
銭
各
百
文
宛

　
　
　
　
早
朝
ゟ
社
　
　
　
　
　
　
小
豆
餅
　
四
百
持
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
代
　
　
弐
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
八
江
　
百
文

天
保
十
四
巳マ
マ

正
月
ゟ

　
正
月
斗
酒
差
出
ス
也
　
　
　
　
　
重
箱
弐
組
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
弐
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
右
山
城
屋
市
兵
衛
江
申
付
候
也

五
月
廿
日

一
吉
符
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肴
代
壱
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
ニ
弐
百
文
酒
代
　
大
工
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
文
同
　
　
手
伝
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
文
同
　
　
用
人
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
文
同
　
　
　
番
人
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
文
同
　
　
親
方
江

　
但
雑
式
迎
山
行
事
両
人
早
朝
ゟ
罷
出
可
申
候
事

　
　
　
一
統
挨
拶
ニ
参
候
事

六
月
朔
日

一
祇
園
社
参
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
中
并
山
行
事
袴
羽
織
ニ
而
参
詣
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
其
余
者
可
為
勝
手
候

六
月
三
日
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廿
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賛
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藤
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熊
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同
　
　
　
井
上
清
三
郎
（
印
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
津
儀
一
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
井
タ
ツ
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
富
末
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
荷
順
輔
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
田
平
次
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
西
コ
ウ
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
ハ
ル
（
印
）

　　
　
　
　
　
　（
後
略
）

　解
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
山
伏
山
町
の
町
則
は
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）「
借
宅
者
町
則
」
と
「
町
中
申
合
規
則
」

（
２
─
１
─
46
）
は
、既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
小
林
丈
広
「
近
代
京
都
の
町
式
目
を
め
ぐ
っ
て
」

『
社
会
科
学
』
79
、
二
〇
〇
七
年
）。
そ
れ
に
先
行
し
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
一
二
月
に
町

内
で
連
署
し
た
町
中
諸
祝
儀
改
正
規
則
で
あ
る
。

　
表
紙
に
存
生
中
・
死
跡
の
相
続
譲
り
、
分
宅
・
死
後
の
譲
り
と
あ
り
、
町
の
構
成
員
の
相
続

や
売
買
等
に
よ
る
名
義
変
更
に
対
し
て
、
一
定
額
を
定
め
た
も
の
で
、
明
治
二
三
年
三
月
に
慶

事
と
葬
式
の
二
条
が
追
加
さ
れ
た
。
規
則
の
後
に
は
、
明
治
一
七
年
一
月
、
木
村
嘉
兵
衛
長
男

家
督
相
続
に
は
じ
ま
り
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
家
督
相
続
・
地
所
建
物
買
得
・
結
婚
披
露
な

ど
が
次
々
に
書
き
加
え
ら
れ
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
二
月
地
所
建
物
買
得
に
よ
る
山
寄

進
額
と
餅
料
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
規
則
に
は
相
続
や
売
買
な
ど
の
項
目
ご
と
に
祝
儀
金
が
定
め
ら
れ
、
最
初
に
山
へ
の
寄
進
を

上
げ
て
い
る
。
と
り
わ
け
額
が
お
お
き
い
の
は
、
地
所
建
家
の
買
得
で
、
売
買
価
格
の
百
分
の

三
が
山
寄
進
に
、
学
校
に
は
百
分
の
二
を
納
め
、
祇
園
祭
の
参
加
と
学
校
へ
の
支
援
が
町
の
仲

間
入
り
の
条
件
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
学
校
書
記
の
筆
墨
料
に
加
え
て
、
祝
儀
に
つ
い
て
は
、

町
の
用
人
と
そ
の
家
族
人
数
分
が
、
学
校
書
記
へ
も
人
数
分
、
そ
し
て
学
校
の
小
使
人
に
も
祝

儀
が
出
さ
れ
る
。
明
倫
校
は
、
明
治
二
年
に
創
立
し
、
明
治
一
二
年
に
戸
長
が
学
区
ご
と
に
選

出
さ
れ
、
学
区
が
町
の
行
政
単
位
と
な
る
。
明
倫
学
区
の
行
政
事
務
に
か
か
わ
る
学
校
関
係
者

に
も
祝
儀
支
払
の
明
記
が
特
徴
で
あ
る
。

　
氏
神
御
千
度
に
つ
い
て
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
「
新
定
建
」
で
は
、
正
・
五
・
九

月
の
年
三
度
（
史
料
⑨
）
早
朝
よ
り
社
参
で
あ
っ
た
が
、
明
治
に
は
年
二
度
春
秋
彼
岸
の
晴
日

に
町
内
一
統
顔
揃
え
、
談
話
懇
情
と
、
信
仰
だ
け
で
な
く
町
内
親
睦
を
強
調
し
て
い
る
。
祇
園

祭
で
は
私
的
な
音
物
の
贈
答
を
禁
じ
て
、
町
内
戸
主
・
抱
屋
敷
衆
押
し
な
べ
て
神
事
の
参
加
を

定
め
て
い
る
。

⑧
明
治
六
年
「
物
産
高
御
尋
ニ
付
御
届
書
」（
引
出
５
─
２
４
９
）

物
産
高
御
尋
ニ
付
御
届
書

明
治
五
年
十
月
一
日
よ
り
当
明
治
六
年
九
月
中
染
仕
入
品
左
之
通
り

一
　
縮
緬
　
鹿
子
絞
り
色
染
取
合
　
弐
千
八
百
五
拾
反

一
　
同
　
　
色
無
地
染
取
合
　
　
　
千
六
百
三
拾
反

一
　
同
　
　
中
形
模
様
染
取
合
　
　
四
百
弐
拾
五
反

一
　
絹
　
　
鹿
子
絞
り
染
色
取
合
　
千
六
百
七
拾
反

一
　
同
　
　
無
地
色
染
取
合
　
　
　
千
三
百
八
拾
疋

131

131131
（12）



（11）

山伏山町文書史料翻刻

一
右
入
費
ト
シ
テ
壱
戸
ニ
付
金
弐
拾
銭
ヅ
ヽ
出
金
之
事

　
　
但
、
御
不
参
ハ
其
人
之
御
勝
手
ニ
付
、
矢
張
入
費
金
ハ
前
記
之
通
り
出
金
之
事

一
御
千
度
之
際
御
酒
ト
シ
テ
三
升
町
内
元
箱
ゟ
差
出
候
事

一
御
千
度
之
義
ハ
壱
ケ
年
ニ
両
度
町
内
一
統
顔
揃
候
ニ
テ
種
々
町
中
談
和
懇
情
ヲ
相
尽
シ
候
義

ニ
付
、
必
御
参
詣
ニ
相
成
候
併
若
一
差
支
之
義
有
之
候
ハ
ヽ
其
事
故
町
惣
代
へ
届
出
其
免
シ

ヲ
経
テ
不
参
料
ト
シ
テ
金
弐
拾
銭
出
金
之
事

　一
前
記
之
義
代
人
ハ
不
相
成
候
事
自
然
御
差
出
シ
ニ
相
成
候
共
受
附
ケ
不
申
候
事
、

　
　
但
、
御
雇
入
御
届
出
ニ
候
ハ
ヽ
不
参
料
申
受
候
事

　
　
　
御
神
事
式
目

一
御
山
棚
立
之
際
、
町
内
中
戸
主
及
抱
屋
敷
衆
出
頭
之
事

一
吉
封
入
ゟ
神
事
行
事
ト
シ
テ
廻
番
弐
戸
事
務
取
計
之
事

　
　
但
、
惣
代
示
談
之
事

　
　
　
　
　
神
事
箱
ニ
先
規
委
敷

一
当
日
御
山
御
供
戸
毎
ニ
不
参
な
く
御
供
之
事
、
抱
屋
敷
同
断

一
麻
上
下
一
文
字
傘
之
事

　
　
但
、
御
不
参
之
御
方
ハ
御
供
料
ト
シ
テ
金
五
拾
銭
差
出
シ
之
事

一
前
記
山
寄
進
ト
唱
御
披
露
相
成
候
分
、
私
ニ
御
祝
ト
シ
テ
音
物
差
贈
り
候
義
必
相
禁
候
事
、

若
規
則
ヲ
破
り
候
而
、
聊
之
物
品
タ
リ
ト
モ
相
祝
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
右
違
約
金
と
し
て

金
拾
円
也
、
町
内
中
へ
請
求
之
約
定
取
極
メ
候
事

右
前
記
之
条
々
堅
ク
相
守
聊
違
背
仕
間
敷
候
事

明
治
十
六
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
佐
兵
衛
（
印
）

　
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
清
三
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
萬
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
邨
嘉
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
邨
太
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
津
発
三
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
木
忠
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
井
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
富
末
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
荷
順
輔
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
七
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
居
庄
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
川
和
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
田
平
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
西
こ
う
（
印
）

明
治
弐
拾
参
年
三
月
追
加
規
約
左
之
通

　
　
　
　
第
壱
条

一
今
般
協
議
ノ
上
、
各
家
慶
事
之
際
ハ
祝
義
ト
シ
テ
慶
呈
品
ハ
各
自
適
意
ト
ス
、
都
合
ニ
ヨ
リ

組
合
贈
送
ハ
随
意
タ
ル
ベ
シ

　
　
　
　
第
弐
条

一
当
町
内
ニ
於
而
葬
式
有
之
際
ハ
壱
戸
ニ
付
壱
銭
宛
ツ
ヲ
相
手
向
ケ
ト
モ
規
約
ナ
レ
ト
モ
知
己

ニ
ヨ
リ
テ
ハ
尠
少
ノ
手
向
ケ
及
ビ
茶
ノ
供
ハ
随
意
タ
ル
ベ
シ

　
右
之
通
決
定
シ
一
統
連
署
ス
ル
者
也
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山
寄
進

一
地
所
建
家
買
得
　
　
　
　
　
　
　
　
実
額
百
分
之
参

学
校
納

一
右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
百
分
之
弐

一
右
同
餅
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
書
記
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

右
前
記
山
寄
進
町
納
之
分
町
中
ゟ
御
祝
ト
シ
テ

一
金
拾
銭
　
　
末
広
料
ト
シ
テ
当
家
へ
納
ム

山
寄
進

一
借
家
入
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

右
同

一
同
居
入
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

一
借
家
人
伍
組
頭
挨
拶
之
際
用
人
付
添
祝
義
　
金
二
拾
銭

一
名
代
勤
半
季
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭
　

一
町
内
不
勤
料
半
季
ニ
付
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

右
慶
事
ニ
付
御
振
舞
ト
称
シ
テ
、
酒
茶
飯
ト
御
互
ニ
相
拓
キ
候
義
決
し
て
相
禁
候
事

一
年
始
礼
式
　
　
　	

一
日
明
ケ
六
字
（
時
）、
町
会
所
へ
御
一
統
礼
服
ニ
テ
用
人
ゟ
案
内
次
第

出
頭
之
事

　
　
附
、
私
宅
年
礼
略
之

一
譲
之
義
其
家
事
故
有
之
候
ハ
ヽ
戸
主
ゟ
申
出
候
義
、
取
糺
ト
シ
テ
町
中
一
統
集
会
之
事

葬
式
之
際

一
町
内
中
裏
借
家
ニ
至
る
迄
野
送
り
之
砌
ハ
一
統
見
贈
り
事

　
　
附
、
家
持
死
去
野
送
り
之
際
ハ
抱
屋
敷
見
送
り
之
事

右
野
送
り
之
際
事
故
有
之
差
支
候
砌
ハ
代
人
御
差
出
可
罷
出
、
若
不
得
止
節
ハ
次
第
柄
ヲ
町
惣

代
へ
書
取
ヲ
以
可
申
出
候
事

一
穏
香
儀
之
義
ハ
壱
戸
ニ
付
金
壱
銭
宛

右
用
人
ヲ
以
取
集
メ
町
惣
代
ゟ
当
家
へ
相
手
向
候
事

　
　
附
、
当
家
ゟ
茶
ノ
供
返
礼
相
禁
候
事

一
葬
式
之
際
出
立
仕
上
ケ
ト
相
禁
候
事

　
　
附
、
退
夜
ト
唱
酒
茶
飯
相
拓
キ
候
義
相
禁

一
氏
神
御
千
度
之
義
春
秋
彼
岸
中
之
内
、
晴
日
ヲ
以
町
中
一
統
参
詣
ス

　
　
但
、
不
参
之
者
ハ
事
故
書
取
ヲ
以
惣
代
へ
可
申
出
候
事
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一
右
入
費
ト
シ
テ
壱
戸
ニ
付
金
弐
拾
銭
ヅ
ヽ
出
金
之
事

　
　
但
、
御
不
参
ハ
其
人
之
御
勝
手
ニ
付
、
矢
張
入
費
金
ハ
前
記
之
通
り
出
金
之
事

一
御
千
度
之
際
御
酒
ト
シ
テ
三
升
町
内
元
箱
ゟ
差
出
候
事

一
御
千
度
之
義
ハ
壱
ケ
年
ニ
両
度
町
内
一
統
顔
揃
候
ニ
テ
種
々
町
中
談
和
懇
情
ヲ
相
尽
シ
候
義

ニ
付
、
必
御
参
詣
ニ
相
成
候
併
若
一
差
支
之
義
有
之
候
ハ
ヽ
其
事
故
町
惣
代
へ
届
出
其
免
シ

ヲ
経
テ
不
参
料
ト
シ
テ
金
弐
拾
銭
出
金
之
事

　一
前
記
之
義
代
人
ハ
不
相
成
候
事
自
然
御
差
出
シ
ニ
相
成
候
共
受
附
ケ
不
申
候
事
、

　
　
但
、
御
雇
入
御
届
出
ニ
候
ハ
ヽ
不
参
料
申
受
候
事

　
　
　
御
神
事
式
目

一
御
山
棚
立
之
際
、
町
内
中
戸
主
及
抱
屋
敷
衆
出
頭
之
事

一
吉
封
入
ゟ
神
事
行
事
ト
シ
テ
廻
番
弐
戸
事
務
取
計
之
事

　
　
但
、
惣
代
示
談
之
事

　
　
　
　
　
神
事
箱
ニ
先
規
委
敷

一
当
日
御
山
御
供
戸
毎
ニ
不
参
な
く
御
供
之
事
、
抱
屋
敷
同
断

一
麻
上
下
一
文
字
傘
之
事

　
　
但
、
御
不
参
之
御
方
ハ
御
供
料
ト
シ
テ
金
五
拾
銭
差
出
シ
之
事

一
前
記
山
寄
進
ト
唱
御
披
露
相
成
候
分
、
私
ニ
御
祝
ト
シ
テ
音
物
差
贈
り
候
義
必
相
禁
候
事
、

若
規
則
ヲ
破
り
候
而
、
聊
之
物
品
タ
リ
ト
モ
相
祝
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
右
違
約
金
と
し
て

金
拾
円
也
、
町
内
中
へ
請
求
之
約
定
取
極
メ
候
事

右
前
記
之
条
々
堅
ク
相
守
聊
違
背
仕
間
敷
候
事

明
治
十
六
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
佐
兵
衛
（
印
）

　
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
清
三
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
萬
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
邨
嘉
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
邨
太
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
津
発
三
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
木
忠
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
井
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
富
末
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
荷
順
輔
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
七
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
居
庄
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
川
和
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
田
平
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
西
こ
う
（
印
）

明
治
弐
拾
参
年
三
月
追
加
規
約
左
之
通

　
　
　
　
第
壱
条

一
今
般
協
議
ノ
上
、
各
家
慶
事
之
際
ハ
祝
義
ト
シ
テ
慶
呈
品
ハ
各
自
適
意
ト
ス
、
都
合
ニ
ヨ
リ

組
合
贈
送
ハ
随
意
タ
ル
ベ
シ

　
　
　
　
第
弐
条

一
当
町
内
ニ
於
而
葬
式
有
之
際
ハ
壱
戸
ニ
付
壱
銭
宛
ツ
ヲ
相
手
向
ケ
ト
モ
規
約
ナ
レ
ト
モ
知
己

ニ
ヨ
リ
テ
ハ
尠
少
ノ
手
向
ケ
及
ビ
茶
ノ
供
ハ
随
意
タ
ル
ベ
シ

　
右
之
通
決
定
シ
一
統
連
署
ス
ル
者
也
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山
寄
進

一
地
所
建
家
買
得
　
　
　
　
　
　
　
　
実
額
百
分
之
参

学
校
納

一
右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
百
分
之
弐

一
右
同
餅
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
書
記
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

右
前
記
山
寄
進
町
納
之
分
町
中
ゟ
御
祝
ト
シ
テ

一
金
拾
銭
　
　
末
広
料
ト
シ
テ
当
家
へ
納
ム

山
寄
進

一
借
家
入
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

右
同

一
同
居
入
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

一
借
家
人
伍
組
頭
挨
拶
之
際
用
人
付
添
祝
義
　
金
二
拾
銭

一
名
代
勤
半
季
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭
　

一
町
内
不
勤
料
半
季
ニ
付
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

右
慶
事
ニ
付
御
振
舞
ト
称
シ
テ
、
酒
茶
飯
ト
御
互
ニ
相
拓
キ
候
義
決
し
て
相
禁
候
事

一
年
始
礼
式
　
　
　	

一
日
明
ケ
六
字
（
時
）、
町
会
所
へ
御
一
統
礼
服
ニ
テ
用
人
ゟ
案
内
次
第

出
頭
之
事

　
　
附
、
私
宅
年
礼
略
之

一
譲
之
義
其
家
事
故
有
之
候
ハ
ヽ
戸
主
ゟ
申
出
候
義
、
取
糺
ト
シ
テ
町
中
一
統
集
会
之
事

葬
式
之
際

一
町
内
中
裏
借
家
ニ
至
る
迄
野
送
り
之
砌
ハ
一
統
見
贈
り
事

　
　
附
、
家
持
死
去
野
送
り
之
際
ハ
抱
屋
敷
見
送
り
之
事

右
野
送
り
之
際
事
故
有
之
差
支
候
砌
ハ
代
人
御
差
出
可
罷
出
、
若
不
得
止
節
ハ
次
第
柄
ヲ
町
惣

代
へ
書
取
ヲ
以
可
申
出
候
事

一
穏
香
儀
之
義
ハ
壱
戸
ニ
付
金
壱
銭
宛

右
用
人
ヲ
以
取
集
メ
町
惣
代
ゟ
当
家
へ
相
手
向
候
事

　
　
附
、
当
家
ゟ
茶
ノ
供
返
礼
相
禁
候
事

一
葬
式
之
際
出
立
仕
上
ケ
ト
相
禁
候
事

　
　
附
、
退
夜
ト
唱
酒
茶
飯
相
拓
キ
候
義
相
禁

一
氏
神
御
千
度
之
義
春
秋
彼
岸
中
之
内
、
晴
日
ヲ
以
町
中
一
統
参
詣
ス

　
　
但
、
不
参
之
者
ハ
事
故
書
取
ヲ
以
惣
代
へ
可
申
出
候
事
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其
地
小
使
人
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
甲
乙
　
分
宅
死
後
譲
り
　
　
　
　
　
金
壱
円
五
拾
銭

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
丙
　
存
生
中
相
続
譲
り
　
　
　
　
　
金
壱
円
五
拾
銭

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
丙
　
分
宅
死
後
譲
り
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
実
子
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

右
同

一
養
男
養
女
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

　
　
　
満
弐
拾
歳
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
烏
帽
子
冠
途
ニ
シ
テ
出
金

右
同

一
婚
礼
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

右
同

一
後
妻
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

右
四
目

一
用
人
戸
主
へ
祝
儀
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
拾
銭

右
書
記
山
寄
進
町
納
之
分
町
中
ゟ
御
祝
ト
シ
テ

一
金
拾
銭
　
末
広
料
ト
シ
テ
島
家
へ
相
納
ム
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ま
た
、
こ
の
経
の
中
で
は
、
地
蔵
を
信
じ
る
人
は
十
種
類
の
功
徳
を
得
る
と
説
い
て
い
る
。

一
つ
目
に
女
人
は
安
産
し
、
二
つ
目
に
は
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
五
体
に
障
害
が
あ
る
こ
と
は

な
く
、
三
つ
目
に
は
す
べ
て
の
病
気
が
こ
と
ご
と
く
な
く
な
り
、
四
つ
目
に
は
寿
命
が
長
く
な

り
、（
五
つ
目
に
は
）
聡
明
で
知
識
を
備
え
た
人
に
な
り
、六
つ
目
に
は
財
宝
が
多
く
手
に
入
り
、

七
つ
目
に
は
す
べ
て
の
人
に
好
か
れ
、
八
つ
目
に
は
自
ら
が
所
有
す
る
土
地
が
五
穀
豊
作
と
な

り
、
九
つ
目
に
は
す
べ
て
の
良
い
神
が
そ
の
人
を
守
る
。
十
に
は
つ
い
に
最
上
の
菩
薩
と
な
る

と
い
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
一
本
の
毛
、
一
滴
の
し
ず
く
、
一
粒
の
砂
、
一
葉
の
塵
と
い

っ
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
善
行
さ
え
あ
れ
ば
、
百
の
悪
事
を
も
忘
れ
て
こ
れ
を
悟
り
の
境
地
へ
至

ら
せ
、
あ
る
い
は
極
楽
に
往
生
さ
せ
、
あ
る
い
は
兜
卒
天
へ
導
き
、
あ
る
い
は
願
い
に
合
わ
せ

て
人
間
界
と
天
界
の
浄
土
に
送
る
。
例
え
重
罪
人
で
あ
っ
て
も
お
の
れ
を
信
じ
て
仏
道
に
入
れ

ば
、
こ
の
地
蔵
が
地
獄
の
苦
し
み
を
肩
代
わ
り
し
、
ま
た
す
べ
て
の
生
物
を
こ
と
ご
と
く
悟
り

の
境
地
に
至
ら
せ
、
精
一
杯
尽
力
し
な
け
れ
ば
悟
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
釈
迦
如
来
に

対
し
て
誓
約
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
本
願
経
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
新
拾
遺
和
歌
集
の
中
で
、「
余
す
こ
と
な
く
す
べ
て
の
人
を
浄
土
さ
せ
よ
う
と

し
た
と
き
に
、
私
の
身
は
以
前
と
変
わ
ら
ず
継
ぎ
橋
に
立
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。」
と
詠
み
、
あ

る
い
は
ま
た
、「
さ
ま
よ
い
行
き
着
い
た
深
い
闇
路
に
あ
る
三
途
の
川
の
真
の
瀬
に
は
、
君
だ

け
が
立
っ
て
い
る
。」
と
詠
ん
だ
歌
は
、
実
に
こ
の
菩
薩
の
大
き
な
慈
悲
心
が
、
成
仏
で
き
な

い
者
の
願
い
の
た
め
に
自
ら
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
他
人
に
利
益
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
褒
め

称
え
る
も
の
で
あ
る
。
汚
れ
た
末
法
の
時
代
に
お
け
る
す
べ
て
の
生
物
が
現
世
と
来
世
の
二
つ

を
祈
ろ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
地
蔵
菩
薩
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
ほ
か
に
ど
の
仏
を
拠
り
所
と
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
尊
像
が
長
い
間
市
中
に
埋
も
れ
て
お
り
、
広
く
世

の
人
が
知
ら
な
い
こ
と
を
惜
し
く
思
う
の
で
、
古
い
記
録
を
取
り
出
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た

こ
と
の
次
第
を
明
ら
か
に
し
、
す
べ
て
の
人
々
の
信
心
を
誘
い
起
こ
し
て
、
謹
ん
で
菩
薩
の
心

を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
こ
の
縁
起
を
供
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
闍
梨
権
少
僧
都
等
空
妙
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
記

⑦
明
治
一
六
年
「
存
生
中
相
続
譲
り
・
死
跡
相
続
譲
り
・
分
宅
譲
り
・
死
後
譲
り
・
買
得
書
留
」

（
引
出
２
─
１
５
７
）

(

表
紙
）

「
従
明
治
十
六
歳
十
一
月

　
　
存
生
中
相
続
譲
り

　
　
死
跡
相
続
譲
り

　
　
分
宅
譲
り

　
　
死
後
譲
り

　
　
買
得
書
留
　
　
　
　
　
」

左
之
通
今
般
式
目
改
正
候
也

　
　
　
　
　
前
役
　
内
藤
源
助

　
　
　
　
　
当
役
　
中
井
嘉
七

　
　
　
　
　
後
役
　
山
田
孫
兵
衛

町
中
諸
祝
儀

　
　
改
正
規
則

山
寄
進

一
甲
乙
　
存
生
中
相
続
譲
り
　
　
　
　
金
参
円

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

　
右
同
家
族
へ
壱
名
ニ
付
祝
義
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭
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其
地
小
使
人
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
甲
乙
　
分
宅
死
後
譲
り
　
　
　
　
　
金
壱
円
五
拾
銭

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
丙
　
存
生
中
相
続
譲
り
　
　
　
　
　
金
壱
円
五
拾
銭

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
丙
　
分
宅
死
後
譲
り
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭

　
其
地
小
使
人
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
金
拾
銭

山
寄
進

一
実
子
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

右
同

一
養
男
養
女
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

　
　
　
満
弐
拾
歳
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
烏
帽
子
冠
途
ニ
シ
テ
出
金

右
同

一
婚
礼
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

右
同

一
後
妻
披
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

右
四
目

一
用
人
戸
主
へ
祝
儀
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
拾
銭
　
　
　
　
　
　

　
同
家
族
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
　
金
拾
銭

右
書
記
山
寄
進
町
納
之
分
町
中
ゟ
御
祝
ト
シ
テ

一
金
拾
銭
　
末
広
料
ト
シ
テ
島
家
へ
相
納
ム
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ま
た
、
こ
の
経
の
中
で
は
、
地
蔵
を
信
じ
る
人
は
十
種
類
の
功
徳
を
得
る
と
説
い
て
い
る
。

一
つ
目
に
女
人
は
安
産
し
、
二
つ
目
に
は
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
五
体
に
障
害
が
あ
る
こ
と
は

な
く
、
三
つ
目
に
は
す
べ
て
の
病
気
が
こ
と
ご
と
く
な
く
な
り
、
四
つ
目
に
は
寿
命
が
長
く
な

り
、（
五
つ
目
に
は
）
聡
明
で
知
識
を
備
え
た
人
に
な
り
、六
つ
目
に
は
財
宝
が
多
く
手
に
入
り
、

七
つ
目
に
は
す
べ
て
の
人
に
好
か
れ
、
八
つ
目
に
は
自
ら
が
所
有
す
る
土
地
が
五
穀
豊
作
と
な

り
、
九
つ
目
に
は
す
べ
て
の
良
い
神
が
そ
の
人
を
守
る
。
十
に
は
つ
い
に
最
上
の
菩
薩
と
な
る

と
い
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
一
本
の
毛
、
一
滴
の
し
ず
く
、
一
粒
の
砂
、
一
葉
の
塵
と
い

っ
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
善
行
さ
え
あ
れ
ば
、
百
の
悪
事
を
も
忘
れ
て
こ
れ
を
悟
り
の
境
地
へ
至

ら
せ
、
あ
る
い
は
極
楽
に
往
生
さ
せ
、
あ
る
い
は
兜
卒
天
へ
導
き
、
あ
る
い
は
願
い
に
合
わ
せ

て
人
間
界
と
天
界
の
浄
土
に
送
る
。
例
え
重
罪
人
で
あ
っ
て
も
お
の
れ
を
信
じ
て
仏
道
に
入
れ

ば
、
こ
の
地
蔵
が
地
獄
の
苦
し
み
を
肩
代
わ
り
し
、
ま
た
す
べ
て
の
生
物
を
こ
と
ご
と
く
悟
り

の
境
地
に
至
ら
せ
、
精
一
杯
尽
力
し
な
け
れ
ば
悟
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
釈
迦
如
来
に

対
し
て
誓
約
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
本
願
経
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
新
拾
遺
和
歌
集
の
中
で
、「
余
す
こ
と
な
く
す
べ
て
の
人
を
浄
土
さ
せ
よ
う
と

し
た
と
き
に
、
私
の
身
は
以
前
と
変
わ
ら
ず
継
ぎ
橋
に
立
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。」
と
詠
み
、
あ

る
い
は
ま
た
、「
さ
ま
よ
い
行
き
着
い
た
深
い
闇
路
に
あ
る
三
途
の
川
の
真
の
瀬
に
は
、
君
だ

け
が
立
っ
て
い
る
。」
と
詠
ん
だ
歌
は
、
実
に
こ
の
菩
薩
の
大
き
な
慈
悲
心
が
、
成
仏
で
き
な

い
者
の
願
い
の
た
め
に
自
ら
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
他
人
に
利
益
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
褒
め

称
え
る
も
の
で
あ
る
。
汚
れ
た
末
法
の
時
代
に
お
け
る
す
べ
て
の
生
物
が
現
世
と
来
世
の
二
つ

を
祈
ろ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
地
蔵
菩
薩
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
ほ
か
に
ど
の
仏
を
拠
り
所
と
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
尊
像
が
長
い
間
市
中
に
埋
も
れ
て
お
り
、
広
く
世

の
人
が
知
ら
な
い
こ
と
を
惜
し
く
思
う
の
で
、
古
い
記
録
を
取
り
出
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た

こ
と
の
次
第
を
明
ら
か
に
し
、
す
べ
て
の
人
々
の
信
心
を
誘
い
起
こ
し
て
、
謹
ん
で
菩
薩
の
心

を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
こ
の
縁
起
を
供
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
闍
梨
権
少
僧
都
等
空
妙
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
記

⑦
明
治
一
六
年
「
存
生
中
相
続
譲
り
・
死
跡
相
続
譲
り
・
分
宅
譲
り
・
死
後
譲
り
・
買
得
書
留
」

（
引
出
２
─
１
５
７
）

(

表
紙
）

「
従
明
治
十
六
歳
十
一
月

　
　
存
生
中
相
続
譲
り

　
　
死
跡
相
続
譲
り

　
　
分
宅
譲
り

　
　
死
後
譲
り

　
　
買
得
書
留
　
　
　
　
　
」

左
之
通
今
般
式
目
改
正
候
也

　
　
　
　
　
前
役
　
内
藤
源
助

　
　
　
　
　
当
役
　
中
井
嘉
七

　
　
　
　
　
後
役
　
山
田
孫
兵
衛

町
中
諸
祝
儀

　
　
改
正
規
則

山
寄
進

一
甲
乙
　
存
生
中
相
続
譲
り
　
　
　
　
金
参
円

一
用
人
戸
主
へ
祝
義
　
　
　
　
　
　
　
金
五
拾
銭

　
右
同
家
族
へ
壱
名
ニ
付
祝
義
　
　
　
金
弐
拾
銭

一
学
校
納
壱
戸
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
筆
墨
料
　
　
　
　
　
　
金
参
拾
銭

　
右
同
書
記
へ
祝
義
壱
名
ニ
付
　
　
　
金
弐
拾
銭
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か
た
ら
ハ
ん
と
お
も
ひ
、
続

つ
ゞ
ひて

本
堂
を
出
て
勘
解
由
小
路
を
東
へ
足あ

し

に
ま
か
せ
て
ぞ
走は

し

り
け

る
、
女
は
か
く
と
も
し
ら
で
烏

か
ら
す
ま
る

丸
を
南

み
ん
な
みへ

下
向
し
け
る
が
、
向

む
か
ふの

か
た
よ
り
大だ

い
ば
ん番

の
武ぶ

し士
と

お
ぼ
し
く
て
、
よ
き
馬む

ま

に
乗の

り

、
供と

も

人
あ
ま
た
具ぐ

し
た
る
が
ち
か
づ
き
て
、
此
女
を
見
と
が
め
て

懇ね
ん
ご
ろに

子し
さ
い細

を
尋

た
づ
ねし

に
、
女
地
蔵
の
御
告つ

け

の
よ
し
を
具

つ
ぶ
さに

か
た
り
け
れ
バ
、
彼か

の

武ぶ

し士
驚

お
ど
ろ
きた

る

け
し
き
に
て
、
我わ

れ

と
し
頃ご

ろ

の
妻つ

ま

に
後お

く

れ
て
い
と
心
ほ
そ
け
れ
バ
、
頃

こ
の
こ
ろ日

勘
解
由
小
路
の
地
蔵
に

詣も
ふ

で
後の

ち
づ
ま妻

の
事
を
祈い

の

り
し
に
、
昨さ

く
や夜

の
夢ゆ

め

に
地
蔵
尊
来

き
た
り

給た
ま
ひひ

て
、
汝

な
ん
ぢと

く
起お

き

て
我わ

が
か
た方

へ
来き

た

れ
、

其
道
に
て
は
じ
め
て
逢あ

ひ

た
ら
ん
女
を
則

す
な
ハ
ち

汝な
ん
ぢか

妻つ
ま

と
す
べ
し
、
と
あ
ら
た
な
る
示じ

げ
ん現

を
蒙

か
う
ふ
りり

、

唯た
ゞ

今い
ま

参さ
ん
け
い

詣
す
る
道み

ち

な
れ
バ
、
疑

う
た
が

ふふ

所と
こ
ろな

く
ぼ
さ
つ
の
御
引ひ

き

あ
ハ
せ
な
り
、
と
互

た
が
ひに

夢ゆ
め

あ
は

せ
し
て
と
も
な
ひ
帰か

え

り
、
永な

が

く
夫ふ

う
ふ婦

の
か
た
ら
ひ
と
な
り
ぬ
、
諸

も
ろ
び
と人

此こ
の
こ
と

事
を
伝つ

た

へ
聞き

ゝ

て

円

ゆ
め
あ
わ
せ

の
地
蔵
と
称

し
よ
うし

、
専

も
つ
ハら

夫ふ
さ
ひ妻

の
愛

あ
い
き
や
う

敬
を
祈い

の

り
余よ

の
願

ぐ
わ
ん
も
う

望
を
祈き

し
よ
う請

す
る
に
、
其そ

の

霊れ
い

応お
う

甚
は
な
〱

掲け
い

焉え
ん

な
り
、
其

そ
の
の
ち後

応お
う
に
ん

仁
の
乱ら

ん

に
あ
ふ
て
堂ど

う

院ゐ
ん

悉
こ
と
〲
く

焼し
よ
う
ぼ
う

亡
せ
し
と
き
、
周あ

は
て章ゝ

て
本
尊
を
取
出
し
奉

ら
す
、
一

い
ち
ぢ
や
う定

焼や
け

う
せ
玉
ひ
ぬ
と
人ひ

と

皆み
な
な
げ

歎
き
悲

か
な
しめ

り
、
其
頃
室
町
錦
小
路
に
円

え
ん
く
う空

上
人
と
い
ふ

密み
つ
し
ゆ
う

宗
の
僧そ

う

有
け
る
が
、
あ
る
夜
の
夢ゆ

め

に
一
人
の
比び

く丘
来き

た
りて

告つ
げ

て
云

い
は
く、

我わ
れ

ハ
勘
解
由
小
路
の
地

蔵
な
り
、
久

ひ
さ
し
く敷

此こ
の
と
こ
ろ

所
の
古ふ

る

ゐ

ど

井
戸
の
中う

ち

に
有あ

り

て
諸

も
ろ
び
と
の人

結け
ち
ゑ
ん

縁
の
利り

や
く益

を
失

う
し
な
へり

、
汝

な
ん
ぢは

や
く
取と

り
あ
げ上

よ

と
の
玉
ひ
し
か
バ
、
上
人
驚お

ど
ろき

覚さ
め

て
此
事
を
人
に
語か

た

る
に
、
我わ

れ

も
其そ

の

如ご
と

く
夢ゆ

め

見
た
り
と
い
ふ

も
の
隣り

ん
か家

に
二
人
有
、
ふ
し
ぎ
の
お
も
ひ
を
な
し
て
則

す
な
ハ
ち

古ふ

る

ゐ

ど

井
戸
の
底そ

こ

に
人
を
入い

れ

て
求

も
と
むる

に
、

果は
た

し
て
地
蔵
の
尊そ

ん
ぞ
う像

を
得え

た
り
、
上

し
や
う
に
ん人

感か
ん
ぎ喜

に
堪た

へ

ず
、
諸も

ろ
び
と人

を
勧す

ゝ

め
て
古ふ

る

ゐ

ど

井
戸
の
辺

ほ
と
りに

一
堂ど

う

を
建た

て
ゝ
是
を
安あ

ん
ち置

し
、
古ふ

る

き
に
よ
つ
て
真

し
ん
じ
や
う乗

院ゐ
ん

と
号が

う

す
、
今
の
地
蔵
堂
ハ
其そ

の

旧き
う
せ
き

跡
な
り
、

或あ
る

時と
き

又ま
た

上
人
の
夢ゆ

め

に
本
尊
告

つ
げ
て

ヶ
給

の
た
ま

はは

くく
、
悪あ

く
む夢

を
消

し
よ
う

滅め
つ

し
善ぜ

ん
む夢

を
増

ぞ
う
ち
や
う

長
し
及

お
よ
び

諸も
ろ
〱
の
な
ん

難
を
免ま

ぬ

が
れ
し
め
ん
が
為た

め

に
汝

な
ん
ぢニ

是
を
授

さ
づ
くな

り
、
書か

き
う
つ写

し
て
普

あ
ま
ねく

人
に
施

ほ
ど
こす

べ
し
と
て
、
二
十
余よ

字じ

の
梵ぼ

ん

文も
ん

を
教お

し

へ
示し

め
し
た
ま

し
玉
ふふ

、
上
人
夢ゆ

め

覚さ
め

て
記き

お
く臆

し
書か

き

写う
つ

し
加か

ぢ持
し
て
人
に
あ
た
ふ
る
に
、
其

㚑れ
い

験げ
ん

神し
ん

の
こ
と
し
、
今い

ま

に
な
ら
ひ
伝つ

た

へ
て
円

ゆ
め
あ
は
せの

守
ま
も
りと

号が
う

し
、
求

も
と
むる

人
あ
れ
バ
こ
れ
を
あ
た

ふ
、
是こ

れ

則
す
な
ハ
ち

地
蔵
経き

や
うニ

い
は
ゆ
る
悪あ

く
む夢

悪あ
く
そ
う相

一
切
不
吉き

つ

の
事
皆み

な

消し
ょ
う
め
つ

滅
し
て
、
如に

よ
い意

吉
き
ち
じ
や
う祥

な
ら
ん
と
ゝ
け
る
に
よ
く
符ふ

が
う合

せ
る
も
の
かか

、
又
彼か

の

経き
や
うの

中
に
地
蔵
を
信し

ん

ず
る
人
は
十
種し

ゆ

の

功く
ど
く徳

を
得う

る
事
を
と
け
り
、
一
に
は
女
人
安あ

ん
さ
ん

産
し
、
二
に
ハ
生

し
や
うず

る
所

と
こ
ろの

子
五ご

た
い体

ふ
ぐ
な
る
事

な
し
、
三
に
ハ
諸

し
よ
び
や
う病
悉こ

と
〱く
の
ぞ
き
、
四
に
ハ
寿

じ
ゆ
み
や
う命
長ち

や
う
え
ん
遠
な
り
、
聡そ

う
め
い明
に
し
て
知ち

え恵
有
、
六

に
ハ
財

ざ
い
ほ
う宝
豊ゆ

た

か
な
り
、
七
に
ハ
諸し

よ
し
ん人
の
愛

あ
い
き
や
う
敬
あ
り
、
八
に
ハ
我

わ
が
り
や
う
領
す
る
所

と
こ
ろの
地
五ご

穀こ
く

豊ほ
う
に
う饒
也な

り

、

九
に
ハ
一
切さ

い

の
諸し

よ

天て
ん

善ぜ
ん

神じ
ん

常つ
ね

に
其
人
を
守ま

も

る
、
十
に
は
終つ

ゐ

に
無

む
じ
や
う上

菩ぼ
さ
つ薩

を
成

じ
よ
う
じ
ゆ

就
す
と
い
へ
り
、

し
か
の
み
な
ら
ず
一
毛も

う

一

涕
て
き
（
滴
カ
）

一
沙し

や

一
塵ぢ

ん

と
て
微み

ぢ
ん塵

の
善ぜ

ん
こ
ん根

も
あ
れ
バ
、
百

ひ
や
く

悪あ
く

を
も
忘わ

す

れ

て
是
を
済さ

い
ど度

し
、
或

あ
る
ひハ

極ご
く
ら
く楽

に
往

わ
う
じ
よ
う

生
せ
し
め
、
或
ハ
兜と

そ
つ卒

に
引ゐ

ん
ど
う導

し
、
或
ハ
願

ね
が
ひに

随
し
た
が
つて

人
に
ん
て
ん天

の
善ぜ

ん
し
よ処

ニ
送お

く

る
、
た
と
ひ
重じ

う
ざ
ひ罪

の
人
な
り
と
も
我
を
信し

ん

じ
て
結け

ち
え
ん縁

せ
バ
、
彼か

れ

が
地じ

ご
く獄

の
く
る
し

ミ
に
代か

は
りり

、
乃な

ひ
し至

一
切さ

い

の
衆

し
ゆ
じ
や
う

生
を
悉

こ
と
〱く

済さ
い
ど度

し
、
尽つ

く

さ
ず
ん
ば
我わ

れ

は
仏ぶ

つ
く
わ果

に
至い

た

ら
じ
と
釈

し
や
く
そ
ん尊

に
対た

ひ

し
て
誓せ

い
や
く約

し
玉
へ
る
事
、
本

ほ
ん
ぐ
わ
ん願

経き
や
うに

具
つ
ぶ
さに

み
た
り
、
さ
れ
バ
新し

ん

拾し
う
い遺

集し
う

の
う
た
に
、
残の

こ

り
な
く
人
を
渡わ

た

す
と
せ
し
程ほ

ど

に
、
わ
か
身
は
も
と
の
ま
ゝ
の
継つ

ぎ

は
し
と
詠ゑ

い

し
、
或
は
又
ま
と
ひ

行
深ふ

か

き
闇や

み
ぢ路

の
わ
た
り
川
ま
こ
と
の
瀬せ

に
ハ
き
み
の
ミ
ぞ
た
つ
、
と
よ
め
る
古
歌
ハ
、
全

ま
つ
たく

此

菩ぼ
さ
つ薩

の
大だ

い
ひ
せ
ん
だ
い

悲
闡
提
の
悲ひ

ぐ
わ
ん願

あ
り
て
己

お
の
れを

忘わ
す

れ
て
他た

を
利り

益や
く

す
る
意ゐ

を
讃さ

ん

ず
る
も
の
な
り
、
濁

ぢ
よ
く
せ世

末ま
つ
だ
い

代
の
衆

し
ゆ
じ
や
う生

現げ
ん
と
う当

二
世
を
い
の
ら
ん
に
、
此
尊
を
信し

ん

せ
ず
ん
ば
何い

づ

れ
の
仏

ほ
と
けに

か
帰き

え依
せ
ん
や
、

今
霊れ

い
げ
ん

験
の
尊

そ
ん
ぞ
う像

久
し
く
市し

ち
う中

に
埋う

も

れ
玉た

ま

ひ
、
普

あ
ま
ねく

人
の
し
ら
ざ
る
事
を
惜お

し

む
が
故ゆ

へ

に
、
旧き

う
き記

を

採さ
い
た
く
（
と
り
お
こ
す
）

摘

し
て
伝で

ん
ら
い来

の
始し

ま
つ末

を
あ
ら
ハ
し
、
諸も

ろ
ひ
と人

の
信し

ん
じ
ん心

を
勧

く
わ
ん

発ほ
つ

し
て
謹

つ
ゝ
し
んで

薩さ
つ

埵た

の
法

ほ
う
ら
く楽

に
備そ

な

ふ
る
事こ

と

、
し
か
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
闍
梨
権
少
僧
都
等
空
妙
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
記

現
代
語
訳

仏
や
菩
薩
が
修
行
中
に
悟
り
を
求
め
る
心
を
起
し
て
仏
道
に
励
む
こ
と
は
個
々
別
々
で
あ

る
と
は
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
心
中
の
悟
り
を
た
ど
る
と
、
こ
れ
は
全
て
仏
の
身
体
で
あ
る
毘

盧
遮
那
仏
の
功
徳
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
曼
荼
羅
に
お
け
る
聖
人
た
ち
の
も
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
地
蔵
菩
薩
は
大
日
如
来
の
慈
悲
心
の
柔
和
さ
が
極
め
て
よ
く
現
れ
な
さ
る
仏
で
あ
る

の
で
、
た
い
へ
ん
に
深
い
大
き
な
慈
悲
心
を
持
ち
、
順
縁
と
逆
縁
（
仏
道
に
入
る
機
縁
と
遠
ざ

か
る
機
縁
）
の
両
方
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
成
仏
で
き
な
い
者
の
願
い
を
厳
か
に
す
る
た
め
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
善
行
も
残
ら
ず
導
び
い
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
十
輪
経
で
は
、観
世
音
菩
薩
・

文
殊
菩
薩
・
普
賢
菩
薩
な
ど
の
す
べ
て
の
偉
大
な
菩
薩
の
慈
悲
心
も
、
こ
の
地
蔵
菩
薩
に
は
及

ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
き
、
本
願
経
で
は
、
釈
迦
如
来
が
悟
り
の
境
地
に
入
っ
た
後
に
来
世

で
弥
勒
菩
薩
が
現
れ
る
ま
で
、
こ
の
地
蔵
尊
に
布
教
の
使
命
を
与
え
、
す
べ
て
の
生
物
を
悟
り
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の
境
地
に
至
ら
せ
る
こ
と
を
説
い
た
。
大
き
な
慈
悲
心
が
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
基

に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
庵
の
本
尊
で
あ
る
円
ゆ
め
あ
わ
せ

地
蔵
尊
は
法
橋
の
定
朝
が
彫
刻
し
た
も
の
で
、
つ
ま
り
壬
生

の
地
蔵
菩
薩
と
同
作
で
あ
る
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
第
六
八
代
天
皇
の
後
一
条
天
皇
の
治
世

で
あ
る
治
安
年
中
（
一
〇
二
一
～
一
〇
二
四
）
に
、
皇
大
后
宮
で
あ
る
上
東
門
院
が
法
橋
の
定

朝
に
命
じ
作
ら
せ
て
、
自
ら
が
祈
る
た
め
の
本
尊
と
し
た
。
し
か
し
女
院
が
崩
御
し
た
後
に
、

仕
え
て
い
た
真
乗
と
い
う
尼
が
こ
の
本
尊
を
受
け
継
ぎ
、
自
ら
の
住
ま
い
で
あ
る
勘
解
由
小
路

室
町
（
現
在
の
上
京
区
勘
解
由
小
路
町
の
あ
た
り
。
勘
解
由
小
路
は
現
在
の
下
立
売
通
り
）
の

近
く
に
一
軒
の
屋
敷
を
建
て
、
真
乗
院
と
名
づ
け
、
こ
の
尊
像
を
安
置
し
た
こ
と
か
ら
、
世
間

で
は
「
勘
解
由
小
路
の
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
た
。

承
久
（
一
二
一
九
～
一
二
二
二
）
の
頃
、
洛
中
に
住
ん
で
い
た
美
し
い
容
姿
の
女
が
、
世

間
に
住
み
づ
ら
く
な
り
人
と
の
縁
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
将
来
の
夫
と
出
会
う
こ
と
を
願
う
た

め
に
こ
の
地
蔵
堂
に
こ
も
っ
て
夜
通
し
祈
願
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
そ
ば
に
若
い
法
師
が
一

人
お
り
、
彼
も
宿
願
が
あ
っ
て
夜
通
し
祈
願
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
女
に
心
を
乱
し
、

何
と
か
し
て
親
密
に
な
ろ
う
と
た
く
ら
み
、
そ
し
て
夜
が
更
け
て
か
ら
、
女
が
と
て
も
眠
た
そ

う
に
し
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
っ
そ
り
と
本
尊
を
安
置
し
て
い
る
場
所
に
入
り
、
嘘
を
つ
い
て

こ
う
伝
え
た
。「
私
は
こ
の
寺
の
地
蔵
で
あ
る
。
お
前
が
祈
っ
て
い
る
こ
と
は
不
憫
で
あ
る
の

で
良
き
夫
を
あ
た
え
よ
う
。
夜
が
明
け
て
か
ら
の
帰
り
道
で
初
め
て
会
う
で
あ
ろ
う
人
こ
そ
、

お
前
の
た
め
の
良
き
夫
で
あ
る
。」
と
言
う
と
、
女
は
夢
か
現
実
か
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
こ
の

こ
と
を
聞
き
、
実
に
本
尊
の
御
告
げ
で
あ
る
と
深
く
信
じ
て
、
夜
が
明
け
る
の
が
待
ち
切
れ
な

く
な
っ
た
と
こ
ろ
、
法
師
が
う
ま
く
い
っ
た
と
喜
ん
で
、
女
と
は
違
う
道
を
先
回
り
し
、
待
ち

構
え
て
親
し
く
な
ろ
う
と
思
い
、
女
に
続
い
て
本
堂
を
出
て
勘
解
由
小
路
を
東
へ
足
の
力
の
続

く
限
り
走
っ
た
。
女
は
そ
う
と
も
知
ら
ず
に
烏
丸
通
を
南
へ
下
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
向
か
い

側
か
ら
警
固
の
武
士
と
思
わ
れ
る
、
立
派
な
馬
に
乗
っ
て
御
供
を
多
く
従
え
て
い
る
者
が
近
づ

い
て
き
て
、
こ
の
女
を
見
つ
け
て
親
身
に
な
っ
て
事
情
を
尋
ね
た
。
女
が
地
蔵
の
御
告
げ
の
い

き
さ
つ
を
詳
し
く
語
っ
た
そ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
武
士
は
驚
い
た
様
子
で
、「
私
は
年
頃
の
妻
に

先
立
た
れ
て
大
変
心
細
か
っ
た
の
で
、
こ
の
ほ
ど
勘
解
由
小
路
の
地
蔵
に
参
詣
し
て
後
妻
の
こ

と
を
祈
願
し
て
い
た
。
昨
日
の
夢
に
地
蔵
尊
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、『
お
前
は
早
く
起
き
て
私

の
方
へ
来
い
。
そ
の
道
中
で
初
め
て
会
う
で
あ
ろ
う
女
を
、
お
前
の
妻
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。』

と
い
う
新
た
な
御
告
げ
を
く
だ
さ
り
、
た
っ
た
今
か
ら
参
詣
し
よ
う
と
す
る
道
中
だ
っ
た
。
ま

ぎ
れ
も
な
く
菩
薩
の
御
引
き
合
わ
せ
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
、
互
い
に
夢
占
い
を
し
て
女
を
連

れ
て
帰
り
、
長
い
間
夫
婦
と
し
て
一
緒
に
い
た
。
多
く
の
人
は
こ
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
「
円

(

ゆ
め
あ
わ
せ
）
の
地
蔵
」
と
呼
ん
で
、
も
っ
ぱ
ら
夫
婦
の
円
満
を
祈
り
、
人
々
の
願
望
を
祈

願
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
霊
験
は
大
変
に
際
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
応
仁
の
乱（
一
四
六
七
～
一
四
七
七
）に
遭
っ
て
堂
や
院
が
す
べ
て
焼
失
し
た
と
き
、

慌
て
ふ
た
め
い
て
本
尊
を
取
出
す
こ
と
が
な
く
て
、
き
っ
と
焼
き
失
せ
て
し
ま
っ
た
と
人
々
は

皆
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
そ
の
頃
、
室
町
錦
小
路
（
現
中
京
区
山
伏
山
町
付
近
）
に
円
空
上
人
と
い

う
密
教
の
僧
が
い
た
の
だ
が
、
あ
る
夜
の
夢
に
一
人
の
男
性
の
修
行
僧
が
来
て
告
げ
た
こ
と
に

は
、「
私
は
勘
解
由
小
路
の
地
蔵
で
あ
る
。長
い
間
こ
の
場
所
の
古
井
戸
の
中
に
い
る
の
で
、人
々

は
成
仏
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
作
れ
な
く
な
っ
た
。
お
前
が
早
く
取
上
げ
な
さ
い
。」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
上
人
は
驚
い
て
目
覚
め
、
こ
の
こ
と
を
ほ
か
の
人
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
私

も
そ
の
よ
う
な
夢
を
見
た
と
い
う
者
が
隣
家
に
二
人
い
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
す
ぐ
に
古
井
戸

の
底
に
人
を
入
れ
て
探
し
た
と
こ
ろ
、
思
っ
た
通
り
に
地
蔵
の
尊
像
を
手
に
入
れ
た
。
上
人
は

喜
び
を
堪
え
き
れ
ず
、人
々
を
誘
っ
て
古
井
戸
の
そ
ば
に
一
堂
を
建
て
て
こ
の
尊
像
を
安
置
し
、

過
去
に
の
っ
と
っ
て
「
真
乗
院
」
と
名
付
け
た
。
現
在
の
地
蔵
堂
は
そ
の
旧
跡
で
あ
る
。

　
あ
る
時
、
ま
た
上
人
の
夢
に
本
尊
が
現
れ
て
告
げ
る
に
は
、「
悪
い
夢
を
な
く
し
て
良
い
夢

を
増
や
し
、
か
つ
す
べ
て
の
災
難
か
ら
免
れ
さ
せ
る
た
め
に
お
前
に
こ
れ
を
授
け
る
。
書
き
写

し
て
広
く
世
の
人
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
、
二
十
字
余
り
の
梵
字
の
経
文
を
示
さ
れ
た
。

上
人
は
目
覚
め
て
か
ら
記
憶
し
書
き
写
し
、
仏
の
加
護
を
祈
っ
て
人
に
与
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の

霊
験
は
神
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
に
な
ら
い
伝
え
て
「
円
（
ゆ
め
あ
わ
せ
）
の

守
」
と
名
付
け
、
欲
す
る
人
が
い
れ
ば
こ
れ
を
与
え
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
地
蔵
経
で
説
か
れ
て

い
る
、
悪
い
夢
や
悪
い
前
兆
と
い
っ
た
一
切
の
縁
起
の
悪
い
こ
と
が
す
べ
て
消
滅
し
て
、
自
ら

の
意
の
ま
ま
に
め
で
た
い
こ
と
に
成
る
と
い
う
こ
と
に
、
う
ま
く
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
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か
た
ら
ハ
ん
と
お
も
ひ
、
続

つ
ゞ
ひて
本
堂
を
出
て
勘
解
由
小
路
を
東
へ
足あ

し

に
ま
か
せ
て
ぞ
走は

し

り
け

る
、
女
は
か
く
と
も
し
ら
で
烏

か
ら
す
ま
る

丸
を
南

み
ん
な
みへ

下
向
し
け
る
が
、
向

む
か
ふの

か
た
よ
り
大だ

い
ば
ん番

の
武ぶ

し士
と

お
ぼ
し
く
て
、
よ
き
馬む

ま

に
乗の

り

、
供と

も

人
あ
ま
た
具ぐ

し
た
る
が
ち
か
づ
き
て
、
此
女
を
見
と
が
め
て

懇ね
ん
ご
ろに
子し

さ
い細
を
尋

た
づ
ねし
に
、
女
地
蔵
の
御
告つ

け

の
よ
し
を
具

つ
ぶ
さに
か
た
り
け
れ
バ
、
彼か

の

武ぶ

し士
驚

お
ど
ろ
きた
る

け
し
き
に
て
、
我わ

れ

と
し
頃ご

ろ

の
妻つ

ま

に
後お

く

れ
て
い
と
心
ほ
そ
け
れ
バ
、
頃

こ
の
こ
ろ日

勘
解
由
小
路
の
地
蔵
に

詣も
ふ

で
後の

ち
づ
ま妻

の
事
を
祈い

の

り
し
に
、
昨さ

く
や夜

の
夢ゆ

め

に
地
蔵
尊
来

き
た
り

給た
ま
ひひ

て
、
汝

な
ん
ぢと

く
起お

き

て
我わ

が
か
た方

へ
来き

た

れ
、

其
道
に
て
は
じ
め
て
逢あ

ひ

た
ら
ん
女
を
則

す
な
ハ
ち

汝な
ん
ぢか

妻つ
ま

と
す
べ
し
、
と
あ
ら
た
な
る
示じ

げ
ん現

を
蒙

か
う
ふ
りり

、

唯た
ゞ

今い
ま

参さ
ん
け
い

詣
す
る
道み

ち

な
れ
バ
、
疑

う
た
が

ふふ

所と
こ
ろな

く
ぼ
さ
つ
の
御
引ひ

き

あ
ハ
せ
な
り
、
と
互

た
が
ひに

夢ゆ
め

あ
は

せ
し
て
と
も
な
ひ
帰か

え

り
、
永な

が

く
夫ふ

う
ふ婦

の
か
た
ら
ひ
と
な
り
ぬ
、
諸

も
ろ
び
と人

此こ
の
こ
と

事
を
伝つ

た

へ
聞き

ゝ

て

円

ゆ
め
あ
わ
せ

の
地
蔵
と
称

し
よ
うし

、
専

も
つ
ハら

夫ふ
さ
ひ妻

の
愛

あ
い
き
や
う

敬
を
祈い

の

り
余よ

の
願

ぐ
わ
ん
も
う

望
を
祈き

し
よ
う請

す
る
に
、
其そ

の

霊れ
い

応お
う

甚
は
な
〱

掲け
い

焉え
ん

な
り
、
其

そ
の
の
ち後

応お
う
に
ん

仁
の
乱ら

ん

に
あ
ふ
て
堂ど

う

院ゐ
ん

悉
こ
と
〲
く

焼し
よ
う
ぼ
う

亡
せ
し
と
き
、
周あ

は
て章ゝ

て
本
尊
を
取
出
し
奉

ら
す
、
一

い
ち
ぢ
や
う定

焼や
け

う
せ
玉
ひ
ぬ
と
人ひ

と

皆み
な
な
げ

歎
き
悲

か
な
しめ

り
、
其
頃
室
町
錦
小
路
に
円

え
ん
く
う空

上
人
と
い
ふ

密み
つ
し
ゆ
う

宗
の
僧そ

う

有
け
る
が
、
あ
る
夜
の
夢ゆ

め

に
一
人
の
比び

く丘
来き

た
りて

告つ
げ

て
云

い
は
く、

我わ
れ

ハ
勘
解
由
小
路
の
地

蔵
な
り
、
久

ひ
さ
し
く敷
此こ

の
と
こ
ろ
所
の
古ふ

る

ゐ

ど

井
戸
の
中う

ち

に
有あ

り

て
諸

も
ろ
び
と
の人
結け

ち
ゑ
ん
縁
の
利り

や
く益
を
失

う
し
な
へり
、
汝

な
ん
ぢは
や
く
取と

り
あ
げ上
よ

と
の
玉
ひ
し
か
バ
、
上
人
驚お

ど
ろき

覚さ
め

て
此
事
を
人
に
語か

た

る
に
、
我わ

れ

も
其そ

の

如ご
と

く
夢ゆ

め

見
た
り
と
い
ふ

も
の
隣り

ん
か家

に
二
人
有
、
ふ
し
ぎ
の
お
も
ひ
を
な
し
て
則

す
な
ハ
ち

古ふ

る

ゐ

ど

井
戸
の
底そ

こ

に
人
を
入い

れ

て
求

も
と
むる

に
、

果は
た

し
て
地
蔵
の
尊そ

ん
ぞ
う像

を
得え

た
り
、
上

し
や
う
に
ん人

感か
ん
ぎ喜

に
堪た

へ

ず
、
諸も

ろ
び
と人

を
勧す

ゝ

め
て
古ふ

る

ゐ

ど

井
戸
の
辺

ほ
と
りに

一
堂ど

う

を
建た

て
ゝ
是
を
安あ

ん
ち置

し
、
古ふ

る

き
に
よ
つ
て
真

し
ん
じ
や
う乗

院ゐ
ん

と
号が

う

す
、
今
の
地
蔵
堂
ハ
其そ

の

旧き
う
せ
き

跡
な
り
、

或あ
る

時と
き

又ま
た

上
人
の
夢ゆ

め

に
本
尊
告

つ
げ
て

ヶ
給

の
た
ま

はは

くく
、
悪あ

く
む夢

を
消

し
よ
う

滅め
つ

し
善ぜ

ん
む夢

を
増

ぞ
う
ち
や
う

長
し
及

お
よ
び

諸も
ろ
〱
の
な
ん

難
を
免ま

ぬ

が
れ
し
め
ん
が
為た

め

に
汝

な
ん
ぢニ

是
を
授

さ
づ
くな

り
、
書か

き
う
つ写

し
て
普

あ
ま
ねく

人
に
施

ほ
ど
こす

べ
し
と
て
、
二
十
余よ

字じ

の
梵ぼ

ん

文も
ん

を
教お

し

へ
示し

め
し
た
ま

し
玉
ふふ

、
上
人
夢ゆ

め

覚さ
め

て
記き

お
く臆

し
書か

き

写う
つ

し
加か

ぢ持
し
て
人
に
あ
た
ふ
る
に
、
其

㚑れ
い

験げ
ん

神し
ん

の
こ
と
し
、
今い

ま

に
な
ら
ひ
伝つ

た

へ
て
円

ゆ
め
あ
は
せの

守
ま
も
りと

号が
う

し
、
求

も
と
むる

人
あ
れ
バ
こ
れ
を
あ
た

ふ
、
是こ

れ

則
す
な
ハ
ち

地
蔵
経き

や
うニ

い
は
ゆ
る
悪あ

く
む夢

悪あ
く
そ
う相

一
切
不
吉き

つ

の
事
皆み

な

消し
ょ
う
め
つ

滅
し
て
、
如に

よ
い意

吉
き
ち
じ
や
う祥

な
ら
ん
と
ゝ
け
る
に
よ
く
符ふ

が
う合

せ
る
も
の
かか

、
又
彼か

の

経き
や
うの

中
に
地
蔵
を
信し

ん

ず
る
人
は
十
種し

ゆ

の

功く
ど
く徳

を
得う

る
事
を
と
け
り
、
一
に
は
女
人
安あ

ん
さ
ん

産
し
、
二
に
ハ
生

し
や
うず

る
所

と
こ
ろの

子
五ご

た
い体

ふ
ぐ
な
る
事

な
し
、
三
に
ハ
諸

し
よ
び
や
う病
悉こ

と
〱く
の
ぞ
き
、
四
に
ハ
寿

じ
ゆ
み
や
う命
長ち

や
う
え
ん
遠
な
り
、
聡そ

う
め
い明
に
し
て
知ち

え恵
有
、
六

に
ハ
財

ざ
い
ほ
う宝
豊ゆ

た

か
な
り
、
七
に
ハ
諸し

よ
し
ん人
の
愛

あ
い
き
や
う
敬
あ
り
、
八
に
ハ
我

わ
が
り
や
う
領
す
る
所

と
こ
ろの
地
五ご

穀こ
く

豊ほ
う
に
う饒
也な

り

、

九
に
ハ
一
切さ

い

の
諸し

よ

天て
ん

善ぜ
ん

神じ
ん

常つ
ね

に
其
人
を
守ま

も

る
、
十
に
は
終つ

ゐ

に
無

む
じ
や
う上
菩ぼ

さ
つ薩
を
成

じ
よ
う
じ
ゆ
就
す
と
い
へ
り
、

し
か
の
み
な
ら
ず
一
毛も

う

一

涕
て
き
（
滴
カ
）

一
沙し

や

一
塵ぢ

ん

と
て
微み

ぢ
ん塵

の
善ぜ

ん
こ
ん根

も
あ
れ
バ
、
百

ひ
や
く

悪あ
く

を
も
忘わ

す

れ

て
是
を
済さ

い
ど度

し
、
或

あ
る
ひハ

極ご
く
ら
く楽

に
往

わ
う
じ
よ
う

生
せ
し
め
、
或
ハ
兜と

そ
つ卒

に
引ゐ

ん
ど
う導

し
、
或
ハ
願

ね
が
ひに

随
し
た
が
つて

人
に
ん
て
ん天

の
善ぜ

ん
し
よ処
ニ
送お

く

る
、
た
と
ひ
重じ

う
ざ
ひ罪
の
人
な
り
と
も
我
を
信し

ん

じ
て
結け

ち
え
ん縁
せ
バ
、
彼か

れ

が
地じ

ご
く獄
の
く
る
し

ミ
に
代か

は
りり

、
乃な

ひ
し至

一
切さ

い

の
衆

し
ゆ
じ
や
う

生
を
悉

こ
と
〱く

済さ
い
ど度

し
、
尽つ

く

さ
ず
ん
ば
我わ

れ

は
仏ぶ

つ
く
わ果

に
至い

た

ら
じ
と
釈

し
や
く
そ
ん尊

に
対た

ひ

し
て
誓せ

い
や
く約

し
玉
へ
る
事
、
本

ほ
ん
ぐ
わ
ん願

経き
や
うに

具
つ
ぶ
さに

み
た
り
、
さ
れ
バ
新し

ん

拾し
う
い遺

集し
う

の
う
た
に
、
残の

こ

り
な
く
人
を
渡わ

た

す
と
せ
し
程ほ

ど

に
、
わ
か
身
は
も
と
の
ま
ゝ
の
継つ

ぎ

は
し
と
詠ゑ

い

し
、
或
は
又
ま
と
ひ

行
深ふ

か

き
闇や

み
ぢ路

の
わ
た
り
川
ま
こ
と
の
瀬せ

に
ハ
き
み
の
ミ
ぞ
た
つ
、
と
よ
め
る
古
歌
ハ
、
全

ま
つ
たく

此

菩ぼ
さ
つ薩

の
大だ

い
ひ
せ
ん
だ
い

悲
闡
提
の
悲ひ

ぐ
わ
ん願

あ
り
て
己

お
の
れを

忘わ
す

れ
て
他た

を
利り

益や
く

す
る
意ゐ

を
讃さ

ん

ず
る
も
の
な
り
、
濁

ぢ
よ
く
せ世

末ま
つ
だ
い

代
の
衆

し
ゆ
じ
や
う生

現げ
ん
と
う当

二
世
を
い
の
ら
ん
に
、
此
尊
を
信し

ん

せ
ず
ん
ば
何い

づ

れ
の
仏

ほ
と
けに

か
帰き

え依
せ
ん
や
、

今
霊れ

い
げ
ん

験
の
尊

そ
ん
ぞ
う像

久
し
く
市し

ち
う中

に
埋う

も

れ
玉た

ま

ひ
、
普

あ
ま
ねく

人
の
し
ら
ざ
る
事
を
惜お

し

む
が
故ゆ

へ

に
、
旧き

う
き記

を

採さ
い
た
く
（
と
り
お
こ
す
）

摘

し
て
伝で

ん
ら
い来

の
始し

ま
つ末

を
あ
ら
ハ
し
、
諸も

ろ
ひ
と人

の
信し

ん
じ
ん心

を
勧

く
わ
ん

発ほ
つ

し
て
謹

つ
ゝ
し
んで

薩さ
つ

埵た

の
法

ほ
う
ら
く楽

に
備そ

な

ふ
る
事こ

と

、
し
か
也
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謹
記

現
代
語
訳

仏
や
菩
薩
が
修
行
中
に
悟
り
を
求
め
る
心
を
起
し
て
仏
道
に
励
む
こ
と
は
個
々
別
々
で
あ

る
と
は
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
心
中
の
悟
り
を
た
ど
る
と
、
こ
れ
は
全
て
仏
の
身
体
で
あ
る
毘

盧
遮
那
仏
の
功
徳
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
曼
荼
羅
に
お
け
る
聖
人
た
ち
の
も
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
地
蔵
菩
薩
は
大
日
如
来
の
慈
悲
心
の
柔
和
さ
が
極
め
て
よ
く
現
れ
な
さ
る
仏
で
あ
る

の
で
、
た
い
へ
ん
に
深
い
大
き
な
慈
悲
心
を
持
ち
、
順
縁
と
逆
縁
（
仏
道
に
入
る
機
縁
と
遠
ざ

か
る
機
縁
）
の
両
方
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
成
仏
で
き
な
い
者
の
願
い
を
厳
か
に
す
る
た
め
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
善
行
も
残
ら
ず
導
び
い
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
十
輪
経
で
は
、観
世
音
菩
薩
・

文
殊
菩
薩
・
普
賢
菩
薩
な
ど
の
す
べ
て
の
偉
大
な
菩
薩
の
慈
悲
心
も
、
こ
の
地
蔵
菩
薩
に
は
及

ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
き
、
本
願
経
で
は
、
釈
迦
如
来
が
悟
り
の
境
地
に
入
っ
た
後
に
来
世

で
弥
勒
菩
薩
が
現
れ
る
ま
で
、
こ
の
地
蔵
尊
に
布
教
の
使
命
を
与
え
、
す
べ
て
の
生
物
を
悟
り
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の
境
地
に
至
ら
せ
る
こ
と
を
説
い
た
。
大
き
な
慈
悲
心
が
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
基

に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
庵
の
本
尊
で
あ
る
円
ゆ
め
あ
わ
せ

地
蔵
尊
は
法
橋
の
定
朝
が
彫
刻
し
た
も
の
で
、
つ
ま
り
壬
生

の
地
蔵
菩
薩
と
同
作
で
あ
る
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
第
六
八
代
天
皇
の
後
一
条
天
皇
の
治
世

で
あ
る
治
安
年
中
（
一
〇
二
一
～
一
〇
二
四
）
に
、
皇
大
后
宮
で
あ
る
上
東
門
院
が
法
橋
の
定

朝
に
命
じ
作
ら
せ
て
、
自
ら
が
祈
る
た
め
の
本
尊
と
し
た
。
し
か
し
女
院
が
崩
御
し
た
後
に
、

仕
え
て
い
た
真
乗
と
い
う
尼
が
こ
の
本
尊
を
受
け
継
ぎ
、
自
ら
の
住
ま
い
で
あ
る
勘
解
由
小
路

室
町
（
現
在
の
上
京
区
勘
解
由
小
路
町
の
あ
た
り
。
勘
解
由
小
路
は
現
在
の
下
立
売
通
り
）
の

近
く
に
一
軒
の
屋
敷
を
建
て
、
真
乗
院
と
名
づ
け
、
こ
の
尊
像
を
安
置
し
た
こ
と
か
ら
、
世
間

で
は
「
勘
解
由
小
路
の
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
た
。

承
久
（
一
二
一
九
～
一
二
二
二
）
の
頃
、
洛
中
に
住
ん
で
い
た
美
し
い
容
姿
の
女
が
、
世

間
に
住
み
づ
ら
く
な
り
人
と
の
縁
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
将
来
の
夫
と
出
会
う
こ
と
を
願
う
た

め
に
こ
の
地
蔵
堂
に
こ
も
っ
て
夜
通
し
祈
願
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
そ
ば
に
若
い
法
師
が
一

人
お
り
、
彼
も
宿
願
が
あ
っ
て
夜
通
し
祈
願
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
女
に
心
を
乱
し
、

何
と
か
し
て
親
密
に
な
ろ
う
と
た
く
ら
み
、
そ
し
て
夜
が
更
け
て
か
ら
、
女
が
と
て
も
眠
た
そ

う
に
し
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
っ
そ
り
と
本
尊
を
安
置
し
て
い
る
場
所
に
入
り
、
嘘
を
つ
い
て

こ
う
伝
え
た
。「
私
は
こ
の
寺
の
地
蔵
で
あ
る
。
お
前
が
祈
っ
て
い
る
こ
と
は
不
憫
で
あ
る
の

で
良
き
夫
を
あ
た
え
よ
う
。
夜
が
明
け
て
か
ら
の
帰
り
道
で
初
め
て
会
う
で
あ
ろ
う
人
こ
そ
、

お
前
の
た
め
の
良
き
夫
で
あ
る
。」
と
言
う
と
、
女
は
夢
か
現
実
か
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
こ
の

こ
と
を
聞
き
、
実
に
本
尊
の
御
告
げ
で
あ
る
と
深
く
信
じ
て
、
夜
が
明
け
る
の
が
待
ち
切
れ
な

く
な
っ
た
と
こ
ろ
、
法
師
が
う
ま
く
い
っ
た
と
喜
ん
で
、
女
と
は
違
う
道
を
先
回
り
し
、
待
ち

構
え
て
親
し
く
な
ろ
う
と
思
い
、
女
に
続
い
て
本
堂
を
出
て
勘
解
由
小
路
を
東
へ
足
の
力
の
続

く
限
り
走
っ
た
。
女
は
そ
う
と
も
知
ら
ず
に
烏
丸
通
を
南
へ
下
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
向
か
い

側
か
ら
警
固
の
武
士
と
思
わ
れ
る
、
立
派
な
馬
に
乗
っ
て
御
供
を
多
く
従
え
て
い
る
者
が
近
づ

い
て
き
て
、
こ
の
女
を
見
つ
け
て
親
身
に
な
っ
て
事
情
を
尋
ね
た
。
女
が
地
蔵
の
御
告
げ
の
い

き
さ
つ
を
詳
し
く
語
っ
た
そ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
武
士
は
驚
い
た
様
子
で
、「
私
は
年
頃
の
妻
に

先
立
た
れ
て
大
変
心
細
か
っ
た
の
で
、
こ
の
ほ
ど
勘
解
由
小
路
の
地
蔵
に
参
詣
し
て
後
妻
の
こ

と
を
祈
願
し
て
い
た
。
昨
日
の
夢
に
地
蔵
尊
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、『
お
前
は
早
く
起
き
て
私

の
方
へ
来
い
。
そ
の
道
中
で
初
め
て
会
う
で
あ
ろ
う
女
を
、
お
前
の
妻
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。』

と
い
う
新
た
な
御
告
げ
を
く
だ
さ
り
、
た
っ
た
今
か
ら
参
詣
し
よ
う
と
す
る
道
中
だ
っ
た
。
ま

ぎ
れ
も
な
く
菩
薩
の
御
引
き
合
わ
せ
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
、
互
い
に
夢
占
い
を
し
て
女
を
連

れ
て
帰
り
、
長
い
間
夫
婦
と
し
て
一
緒
に
い
た
。
多
く
の
人
は
こ
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
「
円

(

ゆ
め
あ
わ
せ
）
の
地
蔵
」
と
呼
ん
で
、
も
っ
ぱ
ら
夫
婦
の
円
満
を
祈
り
、
人
々
の
願
望
を
祈

願
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
霊
験
は
大
変
に
際
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
応
仁
の
乱（
一
四
六
七
～
一
四
七
七
）に
遭
っ
て
堂
や
院
が
す
べ
て
焼
失
し
た
と
き
、

慌
て
ふ
た
め
い
て
本
尊
を
取
出
す
こ
と
が
な
く
て
、
き
っ
と
焼
き
失
せ
て
し
ま
っ
た
と
人
々
は

皆
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
そ
の
頃
、
室
町
錦
小
路
（
現
中
京
区
山
伏
山
町
付
近
）
に
円
空
上
人
と
い

う
密
教
の
僧
が
い
た
の
だ
が
、
あ
る
夜
の
夢
に
一
人
の
男
性
の
修
行
僧
が
来
て
告
げ
た
こ
と
に

は
、「
私
は
勘
解
由
小
路
の
地
蔵
で
あ
る
。長
い
間
こ
の
場
所
の
古
井
戸
の
中
に
い
る
の
で
、人
々

は
成
仏
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
作
れ
な
く
な
っ
た
。
お
前
が
早
く
取
上
げ
な
さ
い
。」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
上
人
は
驚
い
て
目
覚
め
、
こ
の
こ
と
を
ほ
か
の
人
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
私

も
そ
の
よ
う
な
夢
を
見
た
と
い
う
者
が
隣
家
に
二
人
い
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
す
ぐ
に
古
井
戸

の
底
に
人
を
入
れ
て
探
し
た
と
こ
ろ
、
思
っ
た
通
り
に
地
蔵
の
尊
像
を
手
に
入
れ
た
。
上
人
は

喜
び
を
堪
え
き
れ
ず
、人
々
を
誘
っ
て
古
井
戸
の
そ
ば
に
一
堂
を
建
て
て
こ
の
尊
像
を
安
置
し
、

過
去
に
の
っ
と
っ
て
「
真
乗
院
」
と
名
付
け
た
。
現
在
の
地
蔵
堂
は
そ
の
旧
跡
で
あ
る
。

　
あ
る
時
、
ま
た
上
人
の
夢
に
本
尊
が
現
れ
て
告
げ
る
に
は
、「
悪
い
夢
を
な
く
し
て
良
い
夢

を
増
や
し
、
か
つ
す
べ
て
の
災
難
か
ら
免
れ
さ
せ
る
た
め
に
お
前
に
こ
れ
を
授
け
る
。
書
き
写

し
て
広
く
世
の
人
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
、
二
十
字
余
り
の
梵
字
の
経
文
を
示
さ
れ
た
。

上
人
は
目
覚
め
て
か
ら
記
憶
し
書
き
写
し
、
仏
の
加
護
を
祈
っ
て
人
に
与
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の

霊
験
は
神
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
に
な
ら
い
伝
え
て
「
円
（
ゆ
め
あ
わ
せ
）
の

守
」
と
名
付
け
、
欲
す
る
人
が
い
れ
ば
こ
れ
を
与
え
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
地
蔵
経
で
説
か
れ
て

い
る
、
悪
い
夢
や
悪
い
前
兆
と
い
っ
た
一
切
の
縁
起
の
悪
い
こ
と
が
す
べ
て
消
滅
し
て
、
自
ら

の
意
の
ま
ま
に
め
で
た
い
こ
と
に
成
る
と
い
う
こ
と
に
、
う
ま
く
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
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一
金
弐
朱
　
　
但
し
こ
ん
ぶ
熨
斗
　
名
札
白
へ
ぎ

　
　
今
大
路
雑
務
様
江
　
　

　
　
一
金
弐
朱
　
　
同
断
　
　

　
　
今
大
路
師
様
江
　
　

　
　
一
金
弐
朱
　
　
同
断

　
　
今
大
路
師
様
江

　
　
一
金
弐
朱
　
　
同
断
　

修
験
御
取
次
方

　
　
木
田
正
親
様

　
　
一
銀
五
匁
　
　
同
断

　
　
玉
木
要
人
様

　
　
一
銀
五
匁
　
　
同
断

〆　
　
祐
筆
方

右
　
　
一
銀
弐
匁
　
同
断

⑤
天
保
一
二
年
「
乍
恐
奉
願
上
候
（
浄
蔵
貴
所
結
袈
裟
寄
付
願
）（
２
─
１
５
７
）

　
　
　
乍
恐
奉
願
上
候

一
当
町
内
ニ
往
古
ゟ
浄
蔵
貴
所
御
像
守
護
仕
、
例
年
祇
園
会
之
節
尊
敬
仕
、
即
山
伏
山
与
称
し

来
リ
候
、
然
ル
処
右
貴
所
御
事
者
御
本
山
御
派
之
義
ニ
付
、
前
々
ゟ
浅
黄
総
御
袈
裟
御
着
用

ニ
而
、先
年
ゟ
御
殿
御
袈
裟
所
岡
田
但
馬
掾
ゟ
調
進
有
之
処
相
損
候
ニ
付
、何
卒
相
成
候
ハ
ヽ

此
度
御
本
山
御
殿
様
ゟ
御
寄
附
被
成
下
候
様
奉
願
上
候

且
御
総
色
之
儀
者
思
召
を
以
外
色
総
御
寄
附
被
成
下
候
ハ
ヽ
諸
人
崇
敬
も
弥
増
可
申
与
町

中
一
統
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
此
段
御
聞
済
被
成
下
候
様
宜
御
沙
汰
奉
願
上
以
上

　
天
保
十
二
年
辛
丑
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
通
蛸
薬
師
下
ル
山
伏
山
町			

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
　
　
　
　
誰
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
　
　
　
　
同
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
惣
代
　
　
　
　
　
同
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
袈
裟
所
　
岡
田
但
馬
掾
　
印

　
　
　
森
御
殿

　
　
　
　
　
御
役
人
様

⑥
「
円
地
蔵
菩
薩
縁
起
」（
別
置
）　

　
　
円

ゆ
め
あ
わ
せ

地ぢ
ぞ
う蔵

菩ぼ
さ
つ薩

縁え

ん

ぎ起

凡を
よ
そ
ぶ
つ

仏
菩ぼ

さ
つ薩

の
因ゐ

ん

位ゐ

に
発

ほ
つ
し
ん心

修し
ゆ
ぎ
や
う

行
の
相そ

う

区ま
ち
〱な

り
と
い
へ
共
、
そ
の
内

な
ひ
し
よ
う

証
を
尋た

づ

ぬ
れ
ば
、
皆み

な

法

身し
ん

毘び

る盧
遮し

や
な那

の
具ぐ

徳と
く

に
し
て
、
本ほ

ん
う有

曼ま

ん

だ

ら

荼
羅
の
聖せ

い

衆し
ゆ

な
り
、
就

な
か
ん
づ
く

中
、
地
蔵
菩
薩
は
大
日
如
来

の
慈じ

ひ悲
柔に

う
か軟

の
至し

ご
く極

よ
り
あ
ら
は
れ
給
へ
る
仏
な
れ
ば
、
深し

ん
ち
う重

の
大だ

い
ひ悲

濃こ
ま
やか

に
し
て
、
順

し
ゆ
ん
ぎ
や
く逆

の
両り

よ

縁え
ん

を
す
て
ず
、
闡せ

ん
だ
い提

の
悲

ひ
ぐ
わ
ん願

厳を
ご
そか

に
し
て
、
微み

ぢ
ん塵

の
善ぜ

ん
ご
ん根

を
も
導

み
ち
びか

ず
と
い
ふ
事
な
し
、

故か
る
が
ゆ
へニ

十
ぢ
う
り
ん輪

経き
や
うに

は
観

く
わ
ん

音お
ん

文も
ん

殊じ
ゆ

普ふ

賢げ
ん

等た
う

の
諸

も
ろ
〱
の

大だ
い
ぼ
さ
つ

菩
薩
の
慈じ

ひ悲
も
地
蔵
菩
薩
に
及お

よ

ば
ざ
る

事こ
と

を
と
き
、
本

ほ
ん
ぐ
わ
ん願

経き
や
うに

は
釈し

や
か迦

如に
よ
ら
い来

入に
う
め
つ

滅
の
後の

ち

当た
う
ら
い来

弥み
ろ
く勒

出
し
ゆ
つ

世せ

に
至
る
ま
で
の
一
切
の

衆し
ゆ
じ
や
う

生
を
皆み

な

此
地
蔵
尊
に
附ふ

ぞ
く属
し
て
、
済さ

い
ど度
せ
し
む
る
事
を
と
け
り
、
大だ

い
ひ悲
の
深し

ん

重ち
う

な
る
こ
と

是こ
れ

を
以

も
つ
て

心こ
ゝ
ろ
え

得
べ
し
、
当た

う
あ
ん庵

の
本
尊

円
ゆ
め
あ
わ
せ

地
蔵
尊
は
法ほ

つ

橋
き
や
う

定じ
や
う
ち
う

朝
の
彫て

ふ
こ
く刻

す
る
所

と
こ
ろ、

則
す
な
ハ
ち

壬み

ぶ生

の
地
蔵
菩
薩
と
同ど

う
さ
く
な
り

作
也
、
口く

ひ碑
の
伝つ

た

ふ
る
所

と
こ
ろは

、
人に

ん

皇を
う

六ろ
く
じ
う
は
ち
だ
い
ご

十
八
代
後
一い

ち
じ
よ
う
ゐ
ん

条
院
の
御ぎ

よ
う宇

、
治ぢ

あ
ん安

年ね
ん
ぢ
う

中
に
、
皇こ

う

大だ
い
こ
う
ぐ

后
宮
上じ

よ
う
と
う
も
ん
ゐ
ん
ほ
つ

東
門
院
法
橋

き
や
う

定じ
う
ち
う

朝
に
仰お

ゝ

せ
て
作つ

く

ら
し
め
、
持ぢ

念ね
ん

の
本ほ

ん
ぞ
ん尊

と
し
玉

ひ
け
る
が
、
女
院
崩ほ

う

じ
玉
ひ
て
後の

ち

、
侍じ

に
し
ん
じ
や
う

尼
真
乗
と
い
ふ
も
の
是
を
伝つ

た

へ
て
、
我わ

が

宿し
ゆ
く
し
よ所

勘か

解げ

由ゆ
の

小こ
う
ぢ路

室む
ろ

町
の
辺

ほ
と
りに

一
院ゐ

ん

を
建こ

ん
り
う立

し
て
真

し
ん
じ
や
う
い
ん

乗
院
と
号ご

う

し
、
此こ

の

尊そ
ん
ぞ
う

像
を
安あ

ん
ち置

せ
し
よ
り
、
世
に
勘か

解げ

由ゆ
の

小こ
う
ぢ路

の
地ぢ

ぞ
う蔵

と
称

し
よ
う
じせ

り
、
承

し
や
う
き
う

久
の
頃こ

ろ

洛ら
く
ぢ
う

中
に
あ
り
け
る
女

お
ん
なみ

め
形

か
た
ちも

よ
き
が
世よ

に
す
み

詫わ
び

て
便

た
よ
りな

か
り
け
れ
ば
、
夫

お
つ
との

縁え
ん

を
祈い

の

ら
ん
が
為た

め

に
己こ

の
地
蔵
堂
ニ
通つ

や夜
し
け
り
、
折お

り
ふ
し節

、
か

た
ハ
ら
に
若わ

か

き
法ほ

う
し師

一
人
、
是こ

れ

も
宿

し
ゆ
く
ぐ
わ
ん願

有
て
通つ

や夜
し
け
る
が
、
彼

か
の
お
ん
な

女
に
心

こ
ゝ
ろま

ど
ひ
て
い
か
に

も
し
て
近ち

か

づ
か
ん
事こ

と

を
謀

は
か
り、

よよ

ふふ

け
て
女
の
い
と
ね
ふ
た
げ
な
る
を
見
て
、
密ひ

そ

か
に
内な

ひ
ぢ
ん陣

に
入
、

偽い
つ
は
つて

告つ
げ

け
る
は
、
我わ

れ

ハ
此こ

の
て
ら寺

の
地ぢ

ぞ
う蔵

也
、
汝

な
ん
ぢが

い
の
る
所

と
こ
ろ

不ふ
び
ん便

な
れ
バ
よ
き
夫

お
つ
とを

得え
さ

させ

るる
な

り
、
夜よ

あ
け明

て
下げ

か
う向

せ
ん
道

の
み
ちに

て
は
じ
め
て
あ
ひ
た
ら
ん
人ひ

と
こ
そ社

、
汝

な
ん
ぢが

為た
め

に
よ
き
夫

お
つ
とな

れ
と
い
ふ

に
、
女
は
夢

ゆ
め
う
つ現ゝ
と
も
な
く
此
事
を
聞き

ゝ

て
、
実じ

つ

に
本ほ

ん
ぞ
ん尊
の
御
告つ

け

ぞ
と
深

ふ
か
くく
信し

ん

じ
、
夜よ

の
明あ

く

る
を
待ま

ち

か
ね
て
下
向
す
る
に
、
法ほ

う
し師
し
す
ま
し
ぬ
と
よ
ろ
こ
び
、
道み

ち

を
違ち

が

へ
て
前さ

き

え
ま
ハ
り
待ま

ち

う
け
て
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用
人
召
連

宮
様
江
献
上
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
図
）	

　
　
　
　
　
　
　
　

「
献
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
木
ア
シ
付
台

銀
百
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
書
巻
熨
斗
こ
ん
ぶ

両
替
包
　
　
　
室
町
通
蛸
薬
師
下
ル
　
　
　
　

張
付
三
つ
折
　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中
「
名
札
」

大
奉
書
也
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

修
験
御
奉
行

　
小
野
沢
岩
坊
様
江

　
　
　
一
金
弐
朱
　
　
但
し
白
へ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ぶ
の
し
付
　（
図
）「
御
菓
子
　
名
札
」

　
　
今
大
路
雑
務
様
江

　
　
　
一
金
弐
朱
　
同
断

　
　
今
大
路
師
様
江

　
　
　
一
金
弐
朱
　
同
断

　
修
験
御
取
次
方

　
　
木
田
正
親
様
江

　
　
　
一
銀
五
匁
　
同
断

　
　
玉
木
要
人
様
江

　
　
　
一
銀
五
匁
　
同
断

　
右

右
献
上
物
御
役
人
様
御
取
次
を
以
無
滞
相
済
候
上
、
御
懸
り
御
役
人
様
等
江
御
礼
申
上
置
ニ
而

宜
帰
り
申
候
、
段
々
岡
田
氏
御
心
配
被
下
候
一
通
り
事
ニ
而
者
無
御
座
候
、
此
段
役
中
一
統
よ

り
宜
敷
御
礼
申
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
氏
江
別
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
白
砂
糖
　
弐
斤
箱
入
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
内
藤
氏
を
以
宜
敷
御
礼
申
上
候
事
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
結
袈
裟
施
主
岡
田
但
馬
掾

③
天
保
一
二
年
〔
聖
護
院
結
袈
裟
寄
付
免
状
〕（
２
─
４
─
２
）

（
包
紙
上
書
）

「
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
蛸
薬
師
下
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中
」

其
町
内
従
徃
古
守
護
有
之
候

浄
蔵
貴
所
江
今
般
依
町
中
願

白
地
金
襴
薄
紫
色
総

結
袈
裟
被
寄
附
者
也

　
　
　
　
　
　
岩
坊
（
花
押
）

天
保
十
二
年
　
雑
務
（
花
押
）

　
六
月
三
日
　
師
　（
花
押
）

　
　
室
町
蛸
薬
師
下
ル

　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中

④
〔
聖
護
院
献
上
書
上
〕（
２
─
１
５
６
）

　
　
覚
　
　
　
　
　

宮
様
江
献
上

　
　
　
　
　
　
　
但
し
こ
ん
ぶ
巻
熨
斗

一
銀
百
目
　
　
　
　
白
台
　
名
札

修
験
御
奉
行

　
　
小
野
沢
岩
坊
様
江
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一
金
弐
朱
　
　
但
し
こ
ん
ぶ
熨
斗
　
名
札
白
へ
ぎ

　
　
今
大
路
雑
務
様
江
　
　

　
　
一
金
弐
朱
　
　
同
断
　
　

　
　
今
大
路
師
様
江
　
　

　
　
一
金
弐
朱
　
　
同
断

　
　
今
大
路
師
様
江

　
　
一
金
弐
朱
　
　
同
断
　

修
験
御
取
次
方

　
　
木
田
正
親
様

　
　
一
銀
五
匁
　
　
同
断

　
　
玉
木
要
人
様

　
　
一
銀
五
匁
　
　
同
断

〆　
　
祐
筆
方

右
　
　
一
銀
弐
匁
　
同
断

⑤
天
保
一
二
年
「
乍
恐
奉
願
上
候
（
浄
蔵
貴
所
結
袈
裟
寄
付
願
）（
２
─
１
５
７
）

　
　
　
乍
恐
奉
願
上
候

一
当
町
内
ニ
往
古
ゟ
浄
蔵
貴
所
御
像
守
護
仕
、
例
年
祇
園
会
之
節
尊
敬
仕
、
即
山
伏
山
与
称
し

来
リ
候
、
然
ル
処
右
貴
所
御
事
者
御
本
山
御
派
之
義
ニ
付
、
前
々
ゟ
浅
黄
総
御
袈
裟
御
着
用

ニ
而
、先
年
ゟ
御
殿
御
袈
裟
所
岡
田
但
馬
掾
ゟ
調
進
有
之
処
相
損
候
ニ
付
、何
卒
相
成
候
ハ
ヽ

此
度
御
本
山
御
殿
様
ゟ
御
寄
附
被
成
下
候
様
奉
願
上
候

且
御
総
色
之
儀
者
思
召
を
以
外
色
総
御
寄
附
被
成
下
候
ハ
ヽ
諸
人
崇
敬
も
弥
増
可
申
与
町

中
一
統
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
此
段
御
聞
済
被
成
下
候
様
宜
御
沙
汰
奉
願
上
以
上

　
天
保
十
二
年
辛
丑
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
通
蛸
薬
師
下
ル
山
伏
山
町			

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
　
　
　
　
誰
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
　
　
　
　
同
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
惣
代
　
　
　
　
　
同
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
袈
裟
所
　
岡
田
但
馬
掾
　
印

　
　
　
森
御
殿

　
　
　
　
　
御
役
人
様

⑥
「
円
地
蔵
菩
薩
縁
起
」（
別
置
）　

　
　
円

ゆ
め
あ
わ
せ

地ぢ
ぞ
う蔵

菩ぼ
さ
つ薩

縁え

ん

ぎ起

凡を
よ
そ
ぶ
つ

仏
菩ぼ

さ
つ薩

の
因ゐ

ん

位ゐ

に
発

ほ
つ
し
ん心

修し
ゆ
ぎ
や
う

行
の
相そ

う

区ま
ち
〱な

り
と
い
へ
共
、
そ
の
内

な
ひ
し
よ
う

証
を
尋た

づ

ぬ
れ
ば
、
皆み

な

法

身し
ん

毘び

る盧
遮し

や
な那

の
具ぐ

徳と
く

に
し
て
、
本ほ

ん
う有

曼ま

ん

だ

ら

荼
羅
の
聖せ

い

衆し
ゆ

な
り
、
就

な
か
ん
づ
く

中
、
地
蔵
菩
薩
は
大
日
如
来

の
慈じ

ひ悲
柔に

う
か軟

の
至し

ご
く極

よ
り
あ
ら
は
れ
給
へ
る
仏
な
れ
ば
、
深し

ん
ち
う重

の
大だ

い
ひ悲

濃こ
ま
やか

に
し
て
、
順

し
ゆ
ん
ぎ
や
く逆

の
両り

よ

縁え
ん

を
す
て
ず
、
闡せ

ん
だ
い提

の
悲

ひ
ぐ
わ
ん願

厳を
ご
そか

に
し
て
、
微み

ぢ
ん塵

の
善ぜ

ん
ご
ん根

を
も
導

み
ち
びか

ず
と
い
ふ
事
な
し
、

故か
る
が
ゆ
へニ

十
ぢ
う
り
ん輪

経き
や
うに

は
観

く
わ
ん

音お
ん

文も
ん

殊じ
ゆ

普ふ

賢げ
ん

等た
う

の
諸

も
ろ
〱
の

大だ
い
ぼ
さ
つ

菩
薩
の
慈じ

ひ悲
も
地
蔵
菩
薩
に
及お

よ

ば
ざ
る

事こ
と

を
と
き
、
本

ほ
ん
ぐ
わ
ん願

経き
や
うに

は
釈し

や
か迦

如に
よ
ら
い来

入に
う
め
つ

滅
の
後の

ち

当た
う
ら
い来

弥み
ろ
く勒

出
し
ゆ
つ

世せ

に
至
る
ま
で
の
一
切
の

衆し
ゆ
じ
や
う

生
を
皆み

な

此
地
蔵
尊
に
附ふ

ぞ
く属
し
て
、
済さ

い
ど度
せ
し
む
る
事
を
と
け
り
、
大だ

い
ひ悲
の
深し

ん

重ち
う

な
る
こ
と

是こ
れ

を
以

も
つ
て

心こ
ゝ
ろ
え

得
べ
し
、
当た

う
あ
ん庵

の
本
尊

円
ゆ
め
あ
わ
せ

地
蔵
尊
は
法ほ

つ

橋
き
や
う

定じ
や
う
ち
う

朝
の
彫て

ふ
こ
く刻

す
る
所

と
こ
ろ、

則
す
な
ハ
ち

壬み

ぶ生

の
地
蔵
菩
薩
と
同ど

う
さ
く
な
り

作
也
、
口く

ひ碑
の
伝つ

た

ふ
る
所

と
こ
ろは

、
人に

ん

皇を
う

六ろ
く
じ
う
は
ち
だ
い
ご

十
八
代
後
一い

ち
じ
よ
う
ゐ
ん

条
院
の
御ぎ

よ
う宇

、
治ぢ

あ
ん安

年ね
ん
ぢ
う

中
に
、
皇こ

う

大だ
い
こ
う
ぐ

后
宮
上じ

よ
う
と
う
も
ん
ゐ
ん
ほ
つ

東
門
院
法
橋

き
や
う

定じ
う
ち
う

朝
に
仰お

ゝ

せ
て
作つ

く

ら
し
め
、
持ぢ

念ね
ん

の
本ほ

ん
ぞ
ん尊

と
し
玉

ひ
け
る
が
、
女
院
崩ほ

う

じ
玉
ひ
て
後の

ち

、
侍じ

に
し
ん
じ
や
う

尼
真
乗
と
い
ふ
も
の
是
を
伝つ

た

へ
て
、
我わ

が

宿し
ゆ
く
し
よ所

勘か

解げ

由ゆ
の

小こ
う
ぢ路

室む
ろ

町
の
辺

ほ
と
りに

一
院ゐ

ん

を
建こ

ん
り
う立

し
て
真

し
ん
じ
や
う
い
ん

乗
院
と
号ご

う

し
、
此こ

の

尊そ
ん
ぞ
う

像
を
安あ

ん
ち置

せ
し
よ
り
、
世
に
勘か

解げ

由ゆ
の

小こ
う
ぢ路

の
地ぢ

ぞ
う蔵

と
称

し
よ
う
じせ

り
、
承

し
や
う
き
う

久
の
頃こ

ろ

洛ら
く
ぢ
う

中
に
あ
り
け
る
女

お
ん
なみ

め
形

か
た
ちも

よ
き
が
世よ

に
す
み

詫わ
び

て
便

た
よ
りな

か
り
け
れ
ば
、
夫

お
つ
との

縁え
ん

を
祈い

の

ら
ん
が
為た

め

に
己こ

の
地
蔵
堂
ニ
通つ

や夜
し
け
り
、
折お

り
ふ
し節

、
か

た
ハ
ら
に
若わ

か

き
法ほ

う
し師

一
人
、
是こ

れ

も
宿

し
ゆ
く
ぐ
わ
ん願

有
て
通つ

や夜
し
け
る
が
、
彼

か
の
お
ん
な

女
に
心

こ
ゝ
ろま

ど
ひ
て
い
か
に

も
し
て
近ち

か

づ
か
ん
事こ

と

を
謀

は
か
り、

よよ

ふふ

け
て
女
の
い
と
ね
ふ
た
げ
な
る
を
見
て
、
密ひ

そ

か
に
内な

ひ
ぢ
ん陣

に
入
、

偽い
つ
は
つて

告つ
げ

け
る
は
、
我わ

れ

ハ
此こ

の
て
ら寺

の
地ぢ

ぞ
う蔵

也
、
汝

な
ん
ぢが

い
の
る
所

と
こ
ろ

不ふ
び
ん便

な
れ
バ
よ
き
夫

お
つ
とを

得え
さ

させ

るる
な

り
、
夜よ

あ
け明

て
下げ

か
う向

せ
ん
道

の
み
ちに

て
は
じ
め
て
あ
ひ
た
ら
ん
人ひ

と
こ
そ社

、
汝

な
ん
ぢが

為た
め

に
よ
き
夫

お
つ
とな

れ
と
い
ふ

に
、
女
は
夢

ゆ
め
う
つ現ゝ
と
も
な
く
此
事
を
聞き

ゝ

て
、
実じ

つ

に
本ほ

ん
ぞ
ん尊
の
御
告つ

け

ぞ
と
深

ふ
か
くく
信し

ん

じ
、
夜よ

の
明あ

く

る
を
待ま

ち

か
ね
て
下
向
す
る
に
、
法ほ

う
し師
し
す
ま
し
ぬ
と
よ
ろ
こ
び
、
道み

ち

を
違ち

が

へ
て
前さ

き

え
ま
ハ
り
待ま

ち

う
け
て
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用
人
召
連

宮
様
江
献
上
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
図
）	

　
　
　
　
　
　
　
　

「
献
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
木
ア
シ
付
台

銀
百
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
書
巻
熨
斗
こ
ん
ぶ

両
替
包
　
　
　
室
町
通
蛸
薬
師
下
ル
　
　
　
　

張
付
三
つ
折
　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中
「
名
札
」

大
奉
書
也
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

修
験
御
奉
行

　
小
野
沢
岩
坊
様
江

　
　
　
一
金
弐
朱
　
　
但
し
白
へ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ぶ
の
し
付
　（
図
）「
御
菓
子
　
名
札
」

　
　
今
大
路
雑
務
様
江

　
　
　
一
金
弐
朱
　
同
断

　
　
今
大
路
師
様
江

　
　
　
一
金
弐
朱
　
同
断

　
修
験
御
取
次
方

　
　
木
田
正
親
様
江

　
　
　
一
銀
五
匁
　
同
断

　
　
玉
木
要
人
様
江

　
　
　
一
銀
五
匁
　
同
断

　
右

右
献
上
物
御
役
人
様
御
取
次
を
以
無
滞
相
済
候
上
、
御
懸
り
御
役
人
様
等
江
御
礼
申
上
置
ニ
而

宜
帰
り
申
候
、
段
々
岡
田
氏
御
心
配
被
下
候
一
通
り
事
ニ
而
者
無
御
座
候
、
此
段
役
中
一
統
よ

り
宜
敷
御
礼
申
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
氏
江
別
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
白
砂
糖
　
弐
斤
箱
入
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
内
藤
氏
を
以
宜
敷
御
礼
申
上
候
事
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
結
袈
裟
施
主
岡
田
但
馬
掾

③
天
保
一
二
年
〔
聖
護
院
結
袈
裟
寄
付
免
状
〕（
２
─
４
─
２
）

（
包
紙
上
書
）

「
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
蛸
薬
師
下
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中
」

其
町
内
従
徃
古
守
護
有
之
候

浄
蔵
貴
所
江
今
般
依
町
中
願

白
地
金
襴
薄
紫
色
総

結
袈
裟
被
寄
附
者
也

　
　
　
　
　
　
岩
坊
（
花
押
）

天
保
十
二
年
　
雑
務
（
花
押
）

　
六
月
三
日
　
師
　（
花
押
）

　
　
室
町
蛸
薬
師
下
ル

　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中

④
〔
聖
護
院
献
上
書
上
〕（
２
─
１
５
６
）

　
　
覚
　
　
　
　
　

宮
様
江
献
上

　
　
　
　
　
　
　
但
し
こ
ん
ぶ
巻
熨
斗

一
銀
百
目
　
　
　
　
白
台
　
名
札

修
験
御
奉
行

　
　
小
野
沢
岩
坊
様
江
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利
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
老
分
　
　
彦
兵
衛
　
　
」

（
表
紙
）

「
聖
護
院
御
宮
様
御
寄
附

　
　
薄
紫
色
総
結
袈
裟
御
記
録

天
保
十
二
年
丑
六
月
　
　
　
山
伏
山
町
　
」

一
当
町
浄
蔵
貴
所
御
袈
裟
及
破
損
候
処
、是
迄
相
持
居
候
御
袈
裟
者
白
糸
金
蘭
（
襴
）
浅
黄
総
、

右
先
年
岡
田
但
馬
掾
よ
り
御
寄
附
ニ
付
、
天
保
十
年
亥
年
町
内
よ
り
行
事
を
以
御
寄
附
之
儀

御
願
申
上
候
処
、
天
保
十
二
丑
年
岡
田
御
氏
ゟ
町
内
伊
勢
屋
源
助
殿
御
申
入
被
成
候
儀
、
先

年
町
内
よ
り
袈
裟
寄
附
之
儀
御
申
被
成
、
右
者
元
来
浄
蔵
貴
所
御
殿
ニ
而
御
代
々
之
内
格
別

之
御
像
故
薄
紫
色
総
結
袈
裟
程
之
御
像
也
、
其
ニ
是
迄
平
山
伏
之
袈
裟
ハ
不
相
応
ニ
御
座
候

間
、
袈
裟
従
此
方
寄
附
仕
候
間
、
右
紫
色
総
結
袈
裟
与
申
者
御
本
山
江
町
内
よ
り
御
願
被
成

候
様
ニ
御
申
被
成
委
細
岡
田
氏
江
御
願
申
上
候
而
　
出
願
左
之
通

　
　
　
乍
恐
奉
願
上
候

一
当
町
内
ニ
往
古
ゟ
浄
蔵
貴
所
御
像
守
護
仕
、
例
年
祇
園
会
之
節
尊
敬
仕
、
即
山
伏
山
与
称
し

来
り
候
、
然
ル
処
右
貴
所
御
事
者
御
本
山
御
派
之
義
ニ
付
前
々
ゟ
浅
黄
総
御
袈
裟
御
着
用
ニ

而
、
先
年
ゟ
御
殿
御
袈
裟
所
岡
田
但
馬
掾
ゟ
調
進
有
之
処
相
損
候
ニ
付
、
何
卒
相
成
候
ハ
ヽ

此
度
御
本
山
御
殿
様
ゟ
御
寄
附
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
且
御
総
色
之
儀
者
思
召
を
以
外
色

総
御
寄
附
被
成
下
候
ハ
ヽ
諸
人
崇
敬
も
弥
増
可
申
与
町
中
一
統
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
此
段

御
聞
済
被
成
下
候
様
宜
御
沙
汰
奉
願
上
以
上

　
　
　
天
保
十
二
辛
丑
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
通
蛸
薬
師
下
ル
山
伏
山
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
　
平
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
　
　
源
助
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
惣
代
　
　
彦
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
袈
裟
所
　
岡
田
　
但
馬
掾
　
印

森
御
殿

　
　
御
役
人
中
様

右
願
書
を
以
伊
勢
屋
源
助
・
越
後
屋
利
右
衛
門
・
岡
田
氏
出
勤
仕
候
処
、
万
端
岡
田
御
世
話
ニ

而
御
殿
御
対
面
所
ニ
お
ゐ
て
岩
坊
様
・
雑
務
様
御
立
合
ニ
而
被
仰
渡
、
此
度
町
中
一
統
願
之
通

御
聞
済
ニ
相
成
候
趣
被
仰
渡
難
有
奉
御
請
退
出
仕
候
事

一
六
月
五
日
朝
五
ツ
時
従
御
殿
御
召
之
趣
、
岡
田
氏
ゟ
前
日
案
内
ニ
付
当
日
従
早
朝
岡
田
・
伊

勢
源
両
人
参
上
仕
候
処
、
前
段
之
通
於
御
対
面
所
薄
紫
色
総
結
袈
裟
壱
状
箱
入
ニ
し
て
、
此

度
町
中
願
仍
而
御
袈
裟
被
下
候
難
有
御
請
申
上
候
様
被
仰
渡
候
、
則
御
免
除
御
附
被
下
則
奉

頂
戴
候

　
　
　
　
写

　
　
其
町
内
従
往
古
守
護
有
之
候

　
　
浄
蔵
貴
所
江
今
般
依
町
中
願

　
　
白
地
金
襴
薄
紫
色
総

　
　
結
袈
裟
被
寄
附
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
坊
　
印

　
　
天
保
十
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
雑
務
　
印

　
　
　
六
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
師
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
蛸
薬
師
下
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中

一
六
月
十
日
朝
五
ツ
時
　
右
御
礼
ニ
罷
出
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下
ニ
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①
「
七
條
左
京
先
例
常
帯
刀
御
請
書
案
文
」（
文
書
番
号
：
箱
１
―
２
５
２
）

宝
暦
九
卯
年
私
家
之
儀
、
従
来
山
門
由
緒
御
座
候
ニ
付
、
常
帯
刀
之
儀
従
日
光
宮
様
御
許
容
被

成
候
、
御
公
儀
様
へ
常
帯
刀
之
儀
被
為
仰
立
被
下
候
、
御
奉
書
執
当
様
ゟ
御
状
御
添
、
卯
三
月

山
門
執
行
代
ゟ
西
御
役
所
松
前
筑
前
守
様
へ
差
出
候
処
、
同
四
月
十
四
日
従
西
御
役
所
親
左
京

被
召
寄
、
此
度
常
帯
刀
之
儀
東
叡
山
ゟ
御
奉
書
到
来
仕
候
、
親
左
京
之
節
者
帯
刀
被
仰
付
候
御

請
可
申
哉
、
如
何
之
伺
書
出
し
候
、
此
度
者
未
被
仰
付
候
共
、
右
ニ
付
伺
書
ニ
付
差
出
候
様
御

内
意
ニ
付
則
伺
書
差
出
左
之
通

　
　
　
口
上

従
来
山
門
御
由
緒
御
座
候
ニ
付
、
常
帯
刀
之
儀
従
御
門
主
様
親
左
京
之
通
私
へ
茂
一
代
常
帯
刀

御
免
被
成
下
候
趣
、
三
執
行
代
ゟ
御
沙
汰
御
座
候
、
右
御
免
之
儀
弥
被
仰
渡
候
者
御
請
之
儀
如

何
可
仕
候
哉
、
奉
伺
候
以
上

　
　
　
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

右
之
通
相
認
差
上
候
処
、
五
月
七
日
西
御
役
所
様
ニ
而
一
代
常
帯
刀
之
儀
公
儀
御
差
支
無
之
候

間
、
勝
手
次
第
御
請
申
候
様
被
仰
渡
候
、
其
後
同
七
月
五
日
山
門
執
行
代
江
左
京
被
召
寄
、
先

達
而
常
帯
刀
之
儀
、
今
般
一
代
常
帯
刀
御
許
容
之
趣
江
戸
表
ゟ
申
来
候
ニ
付
被
仰
渡
候
、
翌
日

西
御
役
所
松
前
筑
前
守
様
へ
山
門
ゟ
被
仰
渡
候
趣
申
上
請
書
相
認
差
上
候
処
左
之
通
、

　
　
　
口
上
書

先
達
而
奉
伺
候
私
常
帯
刀
之
儀
従
日
光
宮
様
一
代
常
帯
刀
御
容
許
（
許
容
）
被
成
下
候
旨
、
去

ル
五
日
山
門
三
執
行
代
ゟ
被
仰
渡
候
ニ
付
御
届
申
上
候
、
依
之
従
御
奉
行
様
茂
帯
刀
御
免
被
仰

付
被
下
候
様
奉
願
上
候
以
上

　
　
　
卯
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

　
　
　
覚

私
義
今
度
一
代
常
帯
刀
仕
候
様
被
仰
付
難
有
奉
畏
候
、
仍
之
御
請
書
奉
差
上
候
、
以
上

　
　
　
卯
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

右
之
通
御
請
書
持
参
差
上
候
而
、
是
迄
親
左
京
常
帯
刀
仕
来
候
、
難
有
奉
存
候
以
上

　
　
　
巳
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

　
　
　
口
上

従
来
山
門
御
由
緒
御
座
候
ニ
付
、
常
帯
刀
之
儀
従
御
門
主
様
親
左
京
之
通
、
私
へ
茂
一
代
常
帯

刀
御
免
被
成
下
候
趣
、
山
門
三
執
行
代
ゟ
御
沙
汰
ニ
御
座
候
、
右
御
免
之
儀
弥
被
仰
渡
候
者
御

請
之
儀
如
何
可
仕
候
哉
、
奉
伺
候
以
上

　
　
　
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

②
天
保
一
二
年
六
月
「
聖
護
院
御
宮
様
御
寄
附
薄
紫
色
総
結
袈
裟
御
記
録
」（
２
─
４
─
１
）

（
袋
上
書
）

「
聖
護
院
御
宮
様
御
寄
附

　
　
薄
紫
色
総
結
袈
裟

　
　
右
御
免
除
壱
通
外
ニ
諸
願
入

天
保
十
二
年

　
　
　
丑
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
袋
裏
書
）

「
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
平
兵
衛
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
久
右
衛
門
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利
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
老
分
　
　
彦
兵
衛
　
　
」

（
表
紙
）

「
聖
護
院
御
宮
様
御
寄
附

　
　
薄
紫
色
総
結
袈
裟
御
記
録

天
保
十
二
年
丑
六
月
　
　
　
山
伏
山
町
　
」

一
当
町
浄
蔵
貴
所
御
袈
裟
及
破
損
候
処
、是
迄
相
持
居
候
御
袈
裟
者
白
糸
金
蘭
（
襴
）
浅
黄
総
、

右
先
年
岡
田
但
馬
掾
よ
り
御
寄
附
ニ
付
、
天
保
十
年
亥
年
町
内
よ
り
行
事
を
以
御
寄
附
之
儀

御
願
申
上
候
処
、
天
保
十
二
丑
年
岡
田
御
氏
ゟ
町
内
伊
勢
屋
源
助
殿
御
申
入
被
成
候
儀
、
先

年
町
内
よ
り
袈
裟
寄
附
之
儀
御
申
被
成
、
右
者
元
来
浄
蔵
貴
所
御
殿
ニ
而
御
代
々
之
内
格
別

之
御
像
故
薄
紫
色
総
結
袈
裟
程
之
御
像
也
、
其
ニ
是
迄
平
山
伏
之
袈
裟
ハ
不
相
応
ニ
御
座
候

間
、
袈
裟
従
此
方
寄
附
仕
候
間
、
右
紫
色
総
結
袈
裟
与
申
者
御
本
山
江
町
内
よ
り
御
願
被
成

候
様
ニ
御
申
被
成
委
細
岡
田
氏
江
御
願
申
上
候
而
　
出
願
左
之
通

　
　
　
乍
恐
奉
願
上
候

一
当
町
内
ニ
往
古
ゟ
浄
蔵
貴
所
御
像
守
護
仕
、
例
年
祇
園
会
之
節
尊
敬
仕
、
即
山
伏
山
与
称
し

来
り
候
、
然
ル
処
右
貴
所
御
事
者
御
本
山
御
派
之
義
ニ
付
前
々
ゟ
浅
黄
総
御
袈
裟
御
着
用
ニ

而
、
先
年
ゟ
御
殿
御
袈
裟
所
岡
田
但
馬
掾
ゟ
調
進
有
之
処
相
損
候
ニ
付
、
何
卒
相
成
候
ハ
ヽ

此
度
御
本
山
御
殿
様
ゟ
御
寄
附
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
且
御
総
色
之
儀
者
思
召
を
以
外
色

総
御
寄
附
被
成
下
候
ハ
ヽ
諸
人
崇
敬
も
弥
増
可
申
与
町
中
一
統
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
此
段

御
聞
済
被
成
下
候
様
宜
御
沙
汰
奉
願
上
以
上

　
　
　
天
保
十
二
辛
丑
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
通
蛸
薬
師
下
ル
山
伏
山
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
　
平
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
　
　
源
助
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
惣
代
　
　
彦
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
袈
裟
所
　
岡
田
　
但
馬
掾
　
印

森
御
殿

　
　
御
役
人
中
様

右
願
書
を
以
伊
勢
屋
源
助
・
越
後
屋
利
右
衛
門
・
岡
田
氏
出
勤
仕
候
処
、
万
端
岡
田
御
世
話
ニ

而
御
殿
御
対
面
所
ニ
お
ゐ
て
岩
坊
様
・
雑
務
様
御
立
合
ニ
而
被
仰
渡
、
此
度
町
中
一
統
願
之
通

御
聞
済
ニ
相
成
候
趣
被
仰
渡
難
有
奉
御
請
退
出
仕
候
事

一
六
月
五
日
朝
五
ツ
時
従
御
殿
御
召
之
趣
、
岡
田
氏
ゟ
前
日
案
内
ニ
付
当
日
従
早
朝
岡
田
・
伊

勢
源
両
人
参
上
仕
候
処
、
前
段
之
通
於
御
対
面
所
薄
紫
色
総
結
袈
裟
壱
状
箱
入
ニ
し
て
、
此

度
町
中
願
仍
而
御
袈
裟
被
下
候
難
有
御
請
申
上
候
様
被
仰
渡
候
、
則
御
免
除
御
附
被
下
則
奉

頂
戴
候

　
　
　
　
写

　
　
其
町
内
従
往
古
守
護
有
之
候

　
　
浄
蔵
貴
所
江
今
般
依
町
中
願

　
　
白
地
金
襴
薄
紫
色
総

　
　
結
袈
裟
被
寄
附
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
坊
　
印

　
　
天
保
十
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
雑
務
　
印

　
　
　
六
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
師
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
蛸
薬
師
下
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
伏
山
町
中

一
六
月
十
日
朝
五
ツ
時
　
右
御
礼
ニ
罷
出
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下
ニ
而
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①
「
七
條
左
京
先
例
常
帯
刀
御
請
書
案
文
」（
文
書
番
号
：
箱
１
―
２
５
２
）

宝
暦
九
卯
年
私
家
之
儀
、
従
来
山
門
由
緒
御
座
候
ニ
付
、
常
帯
刀
之
儀
従
日
光
宮
様
御
許
容
被

成
候
、
御
公
儀
様
へ
常
帯
刀
之
儀
被
為
仰
立
被
下
候
、
御
奉
書
執
当
様
ゟ
御
状
御
添
、
卯
三
月

山
門
執
行
代
ゟ
西
御
役
所
松
前
筑
前
守
様
へ
差
出
候
処
、
同
四
月
十
四
日
従
西
御
役
所
親
左
京

被
召
寄
、
此
度
常
帯
刀
之
儀
東
叡
山
ゟ
御
奉
書
到
来
仕
候
、
親
左
京
之
節
者
帯
刀
被
仰
付
候
御

請
可
申
哉
、
如
何
之
伺
書
出
し
候
、
此
度
者
未
被
仰
付
候
共
、
右
ニ
付
伺
書
ニ
付
差
出
候
様
御

内
意
ニ
付
則
伺
書
差
出
左
之
通

　
　
　
口
上

従
来
山
門
御
由
緒
御
座
候
ニ
付
、
常
帯
刀
之
儀
従
御
門
主
様
親
左
京
之
通
私
へ
茂
一
代
常
帯
刀

御
免
被
成
下
候
趣
、
三
執
行
代
ゟ
御
沙
汰
御
座
候
、
右
御
免
之
儀
弥
被
仰
渡
候
者
御
請
之
儀
如

何
可
仕
候
哉
、
奉
伺
候
以
上

　
　
　
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

右
之
通
相
認
差
上
候
処
、
五
月
七
日
西
御
役
所
様
ニ
而
一
代
常
帯
刀
之
儀
公
儀
御
差
支
無
之
候

間
、
勝
手
次
第
御
請
申
候
様
被
仰
渡
候
、
其
後
同
七
月
五
日
山
門
執
行
代
江
左
京
被
召
寄
、
先

達
而
常
帯
刀
之
儀
、
今
般
一
代
常
帯
刀
御
許
容
之
趣
江
戸
表
ゟ
申
来
候
ニ
付
被
仰
渡
候
、
翌
日

西
御
役
所
松
前
筑
前
守
様
へ
山
門
ゟ
被
仰
渡
候
趣
申
上
請
書
相
認
差
上
候
処
左
之
通
、

　
　
　
口
上
書

先
達
而
奉
伺
候
私
常
帯
刀
之
儀
従
日
光
宮
様
一
代
常
帯
刀
御
容
許
（
許
容
）
被
成
下
候
旨
、
去

ル
五
日
山
門
三
執
行
代
ゟ
被
仰
渡
候
ニ
付
御
届
申
上
候
、
依
之
従
御
奉
行
様
茂
帯
刀
御
免
被
仰

付
被
下
候
様
奉
願
上
候
以
上

　
　
　
卯
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

　
　
　
覚

私
義
今
度
一
代
常
帯
刀
仕
候
様
被
仰
付
難
有
奉
畏
候
、
仍
之
御
請
書
奉
差
上
候
、
以
上

　
　
　
卯
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

右
之
通
御
請
書
持
参
差
上
候
而
、
是
迄
親
左
京
常
帯
刀
仕
来
候
、
難
有
奉
存
候
以
上

　
　
　
巳
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

　
　
　
口
上

従
来
山
門
御
由
緒
御
座
候
ニ
付
、
常
帯
刀
之
儀
従
御
門
主
様
親
左
京
之
通
、
私
へ
茂
一
代
常
帯

刀
御
免
被
成
下
候
趣
、
山
門
三
執
行
代
ゟ
御
沙
汰
ニ
御
座
候
、
右
御
免
之
儀
弥
被
仰
渡
候
者
御

請
之
儀
如
何
可
仕
候
哉
、
奉
伺
候
以
上

　
　
　
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
仏
師
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
七
條
左
京

②
天
保
一
二
年
六
月
「
聖
護
院
御
宮
様
御
寄
附
薄
紫
色
総
結
袈
裟
御
記
録
」（
２
─
４
─
１
）

（
袋
上
書
）

「
聖
護
院
御
宮
様
御
寄
附

　
　
薄
紫
色
総
結
袈
裟

　
　
右
御
免
除
壱
通
外
ニ
諸
願
入

天
保
十
二
年

　
　
　
丑
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
袋
裏
書
）

「
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
平
兵
衛
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
久
右
衛
門
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（1）

山伏山町文書史料翻刻

　
山
伏
山
町
文
書
の
内
、
聖
護
院
・
円
地
蔵
菩
薩
・
町
則
な
ど
に
関
す
る
史
料
を
中
心

に
選
定
し
翻
刻
し
た
。
翻
刻
は
、
京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
文
化
情
報
学
研
究

室
、
文
化
情
報
学
実
習
・
文
化
遺
産
学
講
義
・
歴
史
情
報
学
演
習
の
受
講
生
が
行
っ
た
。

		
目
次

①
「
七
條
左
京
先
例
常
帯
刀
御
請
書
案
文
」（
文
書
番
号
：
箱
１
─
５
２
）

②	

天
保
一
二
年
六
月
「
聖
護
院
御
宮
様
御
寄
附
薄
紫
色
総
結
袈
裟
御
記
録
」（
箱
２
─

４
─
１
）

③
天
保
一
二
年
〔
聖
護
院
結
袈
裟
寄
付
免
状
〕（
２
─
４
─
２
）

④
〔
聖
護
院
献
上
書
上
〕（
２
─
１
５
６
）

⑤
天
保
一
二
年
「
乍
恐
奉
願
上
候
」（
浄
蔵
貴
所
結
袈
裟
寄
付
願
）（
２
─
１
５
７
）

⑥
「
円
地
蔵
菩
薩
縁
起
」（
別
置
）・
現
代
語
訳
　

⑦	

明
治
一
六
年
「
存
生
中
相
続
譲
り
・
死
跡
相
続
譲
り
・
分
宅
譲
り
・
死
後
譲
り
・
買

得
書
留
」

　（
引
出
２
─
１
５
７
）・
解
説

⑧
明
治
六
年
「
物
産
高
御
尋
ニ
付
御
届
書
」（
引
出
５
─
２
４
９
）

⑨
天
保
一
四
年
「
新
定
建
」（
２
─
３
３
）　
一
部
抜
萃

⑩
明
治
二
四
年
七
月
二
六
日
「
目
録
」（
４
─
４
５
─
１
─
４
）

⑪
「
寄
附
品
目
録
」（
４
─
４
５
─
１
─
３
）

⑫
明
治
二
四
年
七
月
二
七
日
「
証
」（
４
─
４
５
─
１
─
２
）

⑬
明
治
二
四
年
七
月
二
七
日
「
証
」（
４
─
４
５
─
１
─
１
）

	

凡
例

一	

史
料
は
、
内
容
ご
と
に
配
列
し
た
。

一	

活
字
化
に
あ
た
り
改
行
を
変
更
し
、
一
部
体
裁
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
読
み

や
す
さ
を
重
視
し
、
適
宜
読
点
と
並
列
点
を
付
し
た
。

一	

漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
常
用
外
漢
字
に
つ
い
て
は
正
字
を
使
用

し
た
。
た
だ
し
地
名
・
人
名
に
関
し
て
適
切
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
原
史
料
の
表
記

通
り
と
し
た
ほ
か
、「
扣
（
控
）」・「
〆
（
し
め
）」
な
ど
も
原
史
料
の
表
記
通
り
と
し
た
。

     

史
料
翻
刻

ま
た
「
并
・
幷
」
は
「
并
」
に
統
一
し
た
。

一	

変
体
仮
名
や
仮
名
合
字
は
原
則
と
し
て
現
用
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
助
詞
の
「
者

（
は
）」・「
江
（
え
）」・「
而
（
て
）」・「
与
（
と
）」・「
茂
（
も
）」
に
つ
い
て
は
該
当

す
る
漢
字
を
用
い
た
。
助
詞
の「
ニ
」・「
ゟ（
よ
り
）」は
原
史
料
の
表
記
通
り
と
し
た
。

一	

踊
字
は
、
漢
字
に
は
「
々
」、
平
仮
名
に
は
「
ゝ
・
ゞ
」、
片
仮
名
に
は
「
ヽ
・
ヾ
」

を
用
い
、「
〳
〵
・
〴
〵
」
は
原
史
料
の
表
記
通
り
と
し
た
。「
仝
」「
〃
」
は
「
同
」

に
置
き
換
え
た
。

一	

誤
字
は
正
し
い
字
を（
　
）で
示
し
た
。
た
だ
し
慣
用
の
漢
字
や
当
字（「
姓
」と「
性
」、

「
精
」
と
「
情
」
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
表
記
通
り
と
し
た
。

一	

闕
字
・
平
出
・
擡
頭
は
紙
幅
の
都
合
上
全
て
省
略
し
た
。

一
押
印
・
花
押
が
あ
る
も
の
は
（
印
）・（
花
押
）
と
表
記
し
た
。
た
だ
し
割
印
・
捨
印
・

　
継
目
印
な
ど
は
省
略
し
た
。

一	

判
読
不
能
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
字
数
が
明
ら
か
な
場
合
は
□
表
記
し
た
。

一	

表
紙
・
包
紙
な
ど
が
あ
る
場
合
は
記
載
の
文
言
を
「
　
」
内
に
記
し
、（
表
紙
）・（
包

紙
）
と
傍
記
し
た
。

一
そ
の
他
注
記
が
あ
る
場
合
は
、（
　
）
内
に
適
宜
表
記
し
た
。
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